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本計画において使用する用語の定義はそれぞれ次のとおりとする。 

耐 震 診 断：地震に対する安全性を評価すること。 

耐 震 改 修：地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕若しくは

模様替又は敷地の整備をすること。 

耐 震 改 修 等：耐震改修、除却、建替えにより地震に対して安全な建築物とすること。 

耐 震 化：耐震診断を実施して地震に対する安全性に適合することを明らかにす

ること又は耐震改修等を実施すること。 

旧 耐 震 基 準：昭和 56 年 6 月 1 日の建築基準法の耐震基準の見直しより前に用いら

れていた耐震基準。阪神・淡路大震災では、旧耐震基準による建築物

の被害が顕著であった。 

新 耐 震 基 準：昭和 56 年６月１日に導入された耐震基準。建築基準法では最低限

遵守すべき基準として、中規模の地震動（震度５強程度）に対してほ

とんど損傷を生じず、大規模の地震動（震度６強から７に至る程度（阪

神・淡路大震災クラス））に対しては人命に危害を及ぼすような倒壊等

の被害を生じないことを目標としている。 

2 0 0 0 年 基 準：本計画では、平成 12年（2000 年）6 月 1日に導入された耐震基準

のうち、木造建築物を対象にしたものをいう。木造建築物に関しては、

壁の配置バランスや接合部の仕様を規定するなど構造関係規定が明確

化された。 

新耐震基準の木造住宅：昭和 56 年（1981 年）6 月 1 日から平成 12 年（2000 年）5 月

31 日までに工事に着手した２階建以下の在来軸組工法の木造住宅 

耐震性を満たす：耐震基準に適合する又は建築物の耐震改修の促進に関する法律等に基

づく耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確かめら

れていること。 

耐 震 化 率：対象建築物全数に占める耐震性を満たす建築物の割合 

※その他の用語は、巻末の「語句説明」を参照 
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第１章 はじめに 

１ 計画の概要 

（１）計画改定の背景 

都は、建築物の耐震診断や耐震改修の促進を図るため、東京都耐震改修促進計画（以

下「本計画」という。）を策定した。 

また、平成 23 年 3 月、東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条

例（以下「耐震化推進条例」という。）を制定するとともに、民間と行政とが連携した普

及啓発の充実を図るなど、様々な取組により耐震化を強力に推進してきた。 

しかし、平成 28年 3 月の本計画改定以降も大地震が頻発しており、平成28 年 4 月

の熊本地震では旧耐震基準の建築物だけでなく 2000 年以前に建てられた新耐震基準

の木造建築物の一部において被害が発生した。さらに、平成 30 年 6 月の大阪府北部を

震源とする地震においては組積造の塀等にも被害が発生した。 

首都直下地震の切迫性が指摘される中、安全で安心できる都市の実現は急務であり、

東京の防災対応力の強化を図るため、更なる耐震化が必要である。 

令和３年３月に公表した「『未来の東京』戦略」においては、2040 年代の目指す姿と

して「災害の脅威から都民を守る強靭で美しい東京」を掲げ、2030 年に向けた戦略で

ある「戦略８ 安全・安心なまちづくり戦略」において、特定緊急輸送道路沿道建築物

や住宅等の耐震化の取組を推進することとしている。更に、本戦略をバージョンアップ

したものとして令和４年 12 月に公表した「TOKYO 強靭化プロジェクト」では、強靭

でサステナブルな都市を形成するため、これまでの取組をさらにレベルアップすること

を示している。 

このため、緊急輸送道路全体で通行機能を確保し、東京全体の防災力をレベルアップ

するためには、特定緊急輸送道路沿道の取組に加え、一般緊急輸送道路沿道建築物の耐

震化の取組を強化する必要がある。 

加えて、令和４年５月公表の「首都直下地震等による東京の被害想定」では、新耐震基

準を含めた建築物の耐震化の更なる促進による被害軽減効果が示されており、効果実現

のための対応が求められている。 

 

（２）計画改定の目的 

本計画は、我が国の政治・経済の中心であり人口が集中する東京において、都民の生

命と財産を保護するとともに、首都機能を維持するため、建築物の耐震化を計画的かつ

総合的に促進することを目的としている。 

今回、TOKYO 強靭化プロジェクトや新たな東京の被害想定を踏まえ、緊急輸送道路

沿道建築物については、目標年次である令和７年度に向けて耐震化を一層加速するため、

新たな取組を示す。あわせて、新耐震基準の木造住宅についても、新たに目標や取組を

示すため、計画を改定する。  
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（３）計画の位置付け 

本計画は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下「耐震改修促進法」という。）

第５条第１項の規定に基づき策定するものであり、区市町村が耐震改修促進計画を策定

する際の指針となるものである。 

本計画は、「東京都地域防災計画」を上位計画とし、「防災都市づくり推進計画」や「東

京都住宅マスタープラン」など、関連する他の計画と整合・連携を図るとともに、「『未

来の東京』戦略」を推進する計画と位置付けるものとする。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

（４）計画期間 

本計画は、平成 28 年度から令和 7 年度までの10 年間の取組を定めており、令和７

年度までを計画期間とする。ただし、特定緊急輸送道路沿道建築物及び新耐震基準の木

造住宅については令和 17 年度末、民間社会福祉施設等については令和 12 年度末に目

標を設定しており、令和８年度以降の取組については今後の改定で定めることとする。 

なお、計画期間中の社会情勢の変化や計画の実施状況に適切に対応していくため、必

要に応じて計画の改定を行う。 
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２ 地震による被害等 

（１）過去の大規模地震 

近年、兵庫県南部地震（平成 7 年 1 月）や新潟県中越地震（平成 16 年 10 月）、岩

手・宮城内陸地震（平成 20 年 6 月）などの大地震が頻発している。 

特に東北地方太平洋沖地震（平成 23年 3 月）は日本の観測史上最大のマグニチュー

ド 9.0 を記録し、東北地方から関東地方に至る太平洋沿岸を中心に多くの人命が失われ

るなど、甚大な被害をもたらした。地震によって引き起こされた大津波による被害が最

も大きかったが、地震の揺れや地盤の液状化1により都内の建築物にも被害が生じた。 

都内においては、首都直下地震が今後 30 年以内に約 70％の確率で発生すると推定

されており、大地震がいつ発生してもおかしくない状況である。 
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1 ：地震が発生した際に地盤が液体状になる現象のこと。主に同じ成分や同じ大きさの砂から成る土が、地

下水で満たされている場合に発生しやすいといわれている。 

2 東北地方太平洋沖地震のマグニチュードは、モーメントマグニチュードの値を記載。モーメントマグニチュー

ドとは、岩盤のずれの規模を基にして計算したマグニチュードであり、普通のマグニチュード（M）が地震計で

観測される波の振幅から計算され、規模の大きな地震になると岩盤のずれの規模を正確に表さないのに対し、大

きな地震に対しても有効である。 

3 ─ ─ ：平成 23 年３月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震の余震による被害や３月 11

日以降に発生した余震域外での地震で被害の区別が不可能なものも含む。 
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（２）過去の大規模地震における被害の特徴 

① 阪神・淡路大震災や東日本大震災における被害の特徴 

阪神・淡路大震災や東日本大震災における主な死因は図 2、図 3 に示すとおりであ

る。阪神・淡路大震災では家屋や家具類等の倒壊による圧死、東日本大震災では溺死

が、それぞれ最大となっており、地震によって大きな違いがある。 

首都直下地震が発生した場合の都内の被害は、都市部の直下地震である阪神・淡路

大震災の様相に類似することが想定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 阪神・淡路大震災における建物被害 

阪神・淡路大震災では、死者数の

うち約 9 割が家屋や家具類等の倒

壊によるものであった。 

また、昭和 56 年以前に建築され

た旧耐震基準の建築物は、新耐震基

準よりも耐震性能が不十分なもの

が多く、多くの建築物で被害が見ら

れた。 
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③ 平成28年熊本地震における被害の特徴 

熊本県熊本地方の深さ約 10km でマグニチュード(M)6.5 の地震が発生し、上益

城郡益城町で最大震度7 を記録した。 

さらに、28時間後の4月16日に同地方の深さ約10kmで(M)7地震が発生し、

上益城郡益城町で再度震度 7 を、また、阿蘇郡西原村でも震度 7 を記録した。これ

らの地震が、熊本県を中心に数多くの建築物に倒壊などの被害をもたらした。 

益城町では、多くの旧耐震基準の木造建築物で被害が見られ、また、平成 12 年

（2000 年）以前に建てられた新耐震基準の木造建築物の一部においても倒壊によ

る被害が見られた。 

 
 ─ ─ ⌐⅔↑╢  

₈ 28 9  ⌐⅔↑╢ ─ ╩ ℮ ₉╟╡  

 

■耐震基準の変遷 

 

昭和 56 年（1981 年）に導入された新耐震基準では、大規模な地震動（震度６強から

７に至る程度（阪神・淡路大震災クラス））に対する検証方法が規定されるとともに、木造

住宅では必要壁量の基準の強化が行われた。 

その後、平成 12 年（2000 年）にも建築基準法の構造関係規定が改定され、木造建築

物の仕様規定の明確化（接合部の仕様、４分割法による耐力壁の配置等）が図られた。  

 

  

  

 2000  

─  

 

 

1978  
 

1995  
ה  

1981  2000  木造以外は 1981 年以降 
耐震基準の大きな見直しなし 

木造では構造関係規定の変更に
より、必要壁量等を見直し 壁の配置バランスを規定 

接合部の補強金物の仕様を規定 
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（３）都市型地震である阪神・淡路大震災の特徴的な被害 

阪神・淡路大震災では、建築物の倒壊による道路閉塞や密集市街地における大規模火

災といった大都市特有の被害が発生した。 

 

① 建築物の倒壊による道路閉塞 

建築物の倒壊によって幹線道路が閉塞したことにより、緊急車両の通行が停滞する

など、消火・救助活動や緊急支援物資の輸送などに大きな支障を来した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 密集市街地における大規模火災 

神戸市では、老朽化した木造住宅などが密集し道路や公園などの都市基盤が十分に

整備されていない長田区などの密集市街地において、延焼による大規模な市街地火災

が発生し、約 7,000 棟もの家屋が焼失した。密集市街地では火災による被害のほか、

建築物の倒壊により多くの死者が発生し、道路閉塞とあいまって消火・救助活動にも

支障を来した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ה  ⌐⅔↑╢ ─ ⌐╟╢ ─  

⁸  ☿fi♃כ  

ה  ⌐⅔↑╢ ╛ ─ ⌐╟╢ ─  
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（４）首都直下地震等による被害想定 

東京都防災会議が令和４年５月に公表した「首都直下地震等による東京の被害想定」

では、都心南部直下地震（M7.3）や多摩東部直下地震（M7.3）、大正関東地震（M８ク

ラス）、立川断層帯地震（M7.4）の各地震について死者数や建物被害数などの被害を想

定している（表２）。 

今回の被害想定では、建築物の耐震化への取組等により、全ての建築物が耐震基準を

満たした場合の被害軽減効果が示された。 

 

■首都直下地震等による東京の被害想定報告書（令和４年５月）P.7-1 から抜粋 

 

  
 ⌐⅔↑╢ ⇔√ ─ ─  

28  

 ⁸    
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 ∆╢ ≤ ⌂  

β ╣⁸ ⁸ ┘ ⌐╟╢  

 

 ↕╣╢  

⌐╟╢ ─ ⁸ 25 ⁸  

  

∆╢  
( )  

 

( )  

β 

( )  
⌂  

7.3 

( ⁸ m/s)  
6,148 93,435 194,431 

⌐╟╢╙─ 60  

⌐╟╢╙─ 40  

7.3 

( ⁸ m/s)  
4,986 81,609 161,516 

⌐╟╢╙─ 62  

⌐╟╢╙─ 38  

8◒ꜝ☻ 

( ⁸ m/s)  
1,777 38,746 54,962 

⌐╟╢╙─ 69  

⌐╟╢╙─ 31  

7.4 

( ⁸ m/s)  
1,490 19,229 51,928 

⌐╟╢╙─ 48  

⌐╟╢╙─ 52  

M7.3  M7.3  

M8◒ꜝ☻  M7.4  
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（５）地震による地域の危険度 

都は、地震に関する地域危険度測定調査において、建築物の年代や構造、地盤の分類

により町丁目ごとに建物倒壊危険度や火災危険度などを測定し、公表している。 

建物倒壊危険度が高い地域は沖積低地4や谷底低地5に分類される地盤上にあり、老朽

化した木造住宅や軽量鉄骨造の建築物が密集している荒川や隅田川沿いの地域などに分

布している。 

 

 

 

  

⌐ ∆╢ ⁸ ⁸  

 

                                        
4 ：形成された年代が新しく、沖積層を中心とした地盤である。主に海面下での堆積物でできている軟弱

な地盤のため、地震の揺れが増幅されやすく、被害が発生しやすい。 

5 ：台地を刻む谷底での堆積物でできているため、軟弱な地盤である。地震の揺れが増幅されやすく、被

害が発生しやすい。 

₄ ₅ 

東京都震災対策条例に基づき、おおむね５年ごとに行っており、令和４年９月に公表し

た第９回調査では地震の揺れによる以下の危険性を町丁目ごとに測定している。 

●建物倒壊危険度 （建物倒壊の危険性）  

●火災危険度 （火災の発生による延焼の危険性）  

●総合危険度 （建物倒壊や火災の危険性に、災害時活動の困難さを加味して総合

化したもの） 

 

5

4

3

2

1
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３ 耐震化の必要性 

（１）災害に強い都市の実現 

阪神・淡路大震災では、旧耐震基準の建築物を中心に被害が生じ、多くの死傷者が出

た。 

また、建築物の倒壊により幹線道路などが閉塞し、緊急車両の通行が妨げられ、復旧

活動の大きな障害となるとともに、老朽化した木造住宅などが密集し道路や公園などの

都市基盤が十分に整備されていない密集市街地では、細街路の閉塞や火災の延焼が起こ

り、大都市特有の地震被害が顕在化した。 

また、平成 28年熊本地震では、地震動が大きく建築物の被害が著しい地域において、

旧耐震基準だけでなく 2000 年基準導入前に建てられた新耐震基準の木造建築物の一

部において被害が見られた。 

このため、東京においても、これらの建築物の耐震化を着実に図っていく必要がある。

とりわけ、震災時において救急・救命活動や緊急支援物資の輸送などの大動脈となる幹

線道路の沿道建築物の耐震化や、木造住宅が密集している市街地における建築物の不燃

化・耐震化は、災害に強い都市の実現に不可欠である。 

また、地震による住宅の倒壊を防ぐことは、居住者の生命や財産を守ることだけでな

く、都市の防災力の向上にもつながることから、早急に進めていく必要があるとともに、

居住継続性の向上に資する災害に強い住宅の形成にも取り組んでいく必要がある。 

 

（２）首都機能の維持 

東京は我が国の首都であり、国会や中央省庁、金融機関の本店など政治や経済の中枢

機能を有している。また、国際空港や MＩＣＥ機能などでは都外の都市においても首都

機能を担っており、近隣の都市と一体となって首都機能は成り立っている。 

地震が発生しても首都機能が損なわれることなく維持されるためには、隣接する県や

主要都市とともに広域的な観点から災害対応時に大動脈となる道路のネットワーク構築

に取り組む必要があり、こうした観点からも緊急輸送道路の沿道建築物の耐震化を推進

していくことが重要である。 

 

（３）緊急輸送道路から避難所等までの通行機能確保 

震災時において救急・救命活動や緊急支援物資の輸送などの大動脈となる緊急輸送道

路の沿道建築物の耐震化に加え、災害時に住民の円滑な避難などが実施できるように、

緊急輸送道路から避難所や防災備蓄倉庫などの地域の防災拠点を結ぶ地域輸送道路の沿

道建築物の耐震化にも、都と区市町村の役割分担を踏まえ、取り組んでいく必要がある。 
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第２章 耐震化の基本的な考え方 

１ 耐震化促進の基本方針 

（１）建物所有者の主体的な取組 

· 建築物の耐震化は、自助・共助・公助の原則を踏まえ、建物所有者自らが取り組むべ

き問題であり、かつ、地域の問題であることを認識し、主体的に取り組むことが不可

欠である。 

· 建物所有者は地震による建築物の被害や損傷を防ぎ、生命と財産を守ることはもとよ

り、建築物の倒壊による道路閉塞や出火の発生が地域の安全性に重大な影響を与える

可能性があることを十分に認識し、耐震化に取り組む。 

 

（２）都の責務 

· 建物所有者が主体的に耐震化に取り組むことができるよう、相談体制の整備や情報提

供などを通じて技術的支援を行うとともに、都民の自助や共助の意識を高めるために

普及啓発などの取組を行う。 

· 震災対策上公共性が高いなど、公共的な観点から必要がある場合には重点的に財政的

支援を行う。 

· 住宅の倒壊を防ぐことは、居住者の生命や財産を守ることだけでなく、都市の防災力

の向上にもつながることから、区市町村が戸建て住宅等の所有者に対して個別訪問等

の積極的な働きかけを着実に実施するよう、支援を行う。 

· 耐震診断や耐震改修等などを促進するため、必要に応じて耐震改修促進法や耐震化推

進条例などに基づく指導や助言、指示等を行う。 

 

（３）関係機関との連携 

· 都は、区市町村や建築関係団体などと連携し、広域自治体として都内全体の視点から

防災上優先すべき取組を行うとともに、区市町村が実施する耐震化の取組に対して支

援を行う。 

· 区市町村は、基礎的自治体として地域住民の生命と財産を保護する取組を含め、地域

の実情に応じた施策を推進するとともに、都と連携し、都内全域を対象とする広域的

な取組を行う。 

· 建築関係団体などの関係機関は、機関が持つ専門的知見や人材ネットワークなどを活

用し、都や区市町村と連携を図りながら、本計画の施策を実施する。 

· 耐震化の社会的な機運を高めていくため、民間を含む関係団体などと行政が一体とな

って普及啓発等に取り組む。 
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２ 計画対象の建築物 

本計画で対象とする建築物は、都内に存在する建築物のうち、原則として建築基準法にお

ける新耐震基準導入より前に建築された表３に示す建築物とする。 

また、新たに表４に示す新耐震基準の木造住宅も計画対象とする。 
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（１）緊急輸送道路沿道建築物 

地震により、緊急輸送道路など防災上重要な道路の沿道建築物が倒壊し、道路閉塞を

起こした場合、避難や救急・消火活動に大きな支障を来し、甚大な被害につながるおそ

れがある。また、地震発生後の緊急支援物資等の輸送や復旧・復興活動をも困難にさせ

ることが懸念される。 

このため、都は平成 23 年４月、耐震化推進条例を施行し、緊急輸送道路の沿道建築

物の耐震化を重点的に促進している。 

また、平成 26 年 4 月に耐震改修促進計画を変更し、耐震改修促進法に基づき緊急輸

送道路沿道建築物の耐震化を促進していくことを位置付け、建物所有者に対する支援の

拡充を図っている。 

 

① 緊急輸送道路 

緊急輸送道路6は、阪神・淡路大震災での教訓を踏まえ、地震直後から発生する緊急

輸送などを円滑に行うための道路として、東京都地域防災計画に位置付けられた高速

自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線道路と知事が指定する防災拠点とを

相互に連絡する道路である。 

なお、東京都地域防災計画の改定に伴って緊急輸送道路の変更が行われた場合は、

本計画上の緊急輸送道路についても区市町村と調整の上、概ね１年程度を経過した後

に変更を行うものとする。 

 

② 特定緊急輸送道路の指定 

耐震化推進条例に基づき、緊急輸送道路のうち、特に沿道建築物の耐震化を図る必

要があると認める道路7を「特定緊急輸送道路」として指定している。 

また、特定緊急輸送道路以外の緊急輸送道路を「一般緊急輸送道路」とする。（図 11

参照） 

  

                                        
6 緊急輸送道路は、阪神淡路大震災での教訓を踏まえ、地震直後から発生する緊急輸送を円滑に行うため、高速自

動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線道路と知事が指定する防災拠点を相互に連絡する道路をいい、第

１次～第３次まで設定されている。 

¶ 第一次緊急輸送道路: 応急対策の中枢を担う都本庁舎、立川地域防災センター、重要港湾、空港等を連絡する

路線 

¶ 第二次緊急輸送道路:一次路線と区市町村役場、主要な防災拠点（警察、消防、医療等の初動対応機関）を連絡

する路線 

¶ 第三次緊急輸送道路:その他の防災拠点（広域輸送拠点、備蓄倉庫等）を連絡する路線 
7 都は、平成 23 年６月 28 日告示第 1010 号において指定している。この指定にあたっては、応急対策の中枢を担
う都庁本庁舎や立川地域防災センター、重要港湾、空港などを連絡する道路や、その道路と区市町村庁舎などと
を連絡する道路について、特に沿道の建築物の耐震化を図る必要があると認められる道路としている。 
東京都地域防災計画における緊急輸送道路の変更を踏まえ、今回の本計画の改定に合わせて、当初の告示の一

部を改正し、特定緊急輸送道路を変更する。あわせて、一般緊急輸送道路についても変更を行う。 
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③ 沿道建築物 

耐震化を推進する沿道建築物は、図８に示す建築物として定めている。 

また、沿道建築物のうち、特定緊急輸送道路に敷地が接するものを「特定緊急輸送

道路沿道建築物」、一般緊急輸送道路に敷地が接するものを「一般緊急輸送道路沿道建

築物」という。 

 

緊急輸送道路に敷地が接する建築物のうち、次の全てに該当する建築物 

・新耐震基準導入より前に建築された建築物 

・以下の①又は②の高さを超える建築物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ─  

 

  

①前面道路幅員が 12ｍを超える場合 ②前面道路幅員が 12ｍ以下の場合 

↕ /  

/  /  

 =  

 

 

45° 

↕ m 

m 

 

 

45° 
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④ 耐震改修促進法上の位置付け 

耐震改修促進法では、都や区市町村が耐震改修促進計画で地震時の建築物の倒壊に

よる通行障害を防ぐべき道路を定め、その沿道建築物の耐震化を促進することとして

いる。 

このため、都は、特定緊急輸送道路を耐震改修促進法第５条第３項第２号に基づく

「建築物集合地域通過道路等」として位置付け、同法第 7 条第１項第 2号により特定

緊急輸送道路沿道建築物を「要安全確認計画記載建築物」として耐震診断の実施を義

務付けている（耐震診断の結果報告の期限は、平成 26 年度末である。）。 

また、一般緊急輸送道路を耐震改修促進法第５条第３項第３号に基づく地震時の建

築物の倒壊による通行障害を防ぐべき道路として位置付けており、一般緊急輸送道路

沿道建築物は同法第 14条第 1 項第 3 号における「特定既存耐震不適格建築物」に該

当する。 

区市町村は、地域の実情を踏まえ、耐震改修促進法第６条第３項各号に基づき、通

行障害を防ぐべき道路を指定することができる。 
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⑤ 緊急輸送道路沿道建築物の所有者と占有者の義務 

耐震化推進条例では、地震により緊急輸送道路の沿道建築物が倒壊し、緊急輸送道

路を閉塞した場合における被害の影響の広範さに鑑み、沿道建築物の所有者は、自ら

の社会的責任を認識して耐震化に努めるものとし、沿道建築物の占有者は、所有者が

行う耐震化の実現に向けて協力するよう努めるものとしている。 
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（２）住宅 

地震による住宅の倒壊を防ぐことは、居住者の生命と財産を守るだけではなく、倒壊

による道路閉塞を防ぐことができ円滑な消火活動や避難が可能となり、市街地の防災性

向上につながる。 

また、震災による住宅の損傷が軽微であれば、修復により継続して居住することが可

能であり、早期の生活再建にも効果的である。このことから、住宅の耐震化を促進する

必要がある。 

 

 

（３）特定建築物 

多数の者が利用する一定規模以上の建築物が倒壊した場合、多くの利用者や居住者が

被害を受けるだけでなく、倒壊による道路の閉塞により消火活動や避難に支障を来す可

能性や、首都中枢機能の継続性の確保が困難になるおそれがある。 

また、企業の事業継続が困難になるなど経済活動へも大きな影響がある。このことか

ら、着実に耐震化を図る必要がある。耐震改修促進法では、不特定多数の者が利用する

建築物や自力での避難が困難な高齢者や乳幼児などが利用する建築物のうち大規模なも

のを「要緊急安全確認大規模建築物」と位置付け、要安全確認計画記載建築物と同様に

耐震診断の実施を義務付けている。 

また、要緊急安全確認大規模建築物を除く、多数の者が利用する一定規模以上の建築

物を「特定既存耐震不適格建築物」と位置付けている。 

これらのうち表６に示す建築物を特定建築物として、引き続き耐震化を促進していく。 

 

 

（４）防災上重要な公共建築物 

公共建築物は多くの都民に利用されるとともに、災害時の活動拠点や避難施設などと

して重要な役割を担っている。また、公共建築物を耐震化することは、民間建築物の耐

震化を進めていく上で先導的な役割を果たす。このことから、東京都震災対策条例第 17

条に位置付けられた防災上特に重要な建築物や特定建築物の要件を満たす建築物その他

の防災上重要な建築物について、都や区市町村が率先して耐震化を促進していく。 

 

 

（５）災害拠点病院、民間社会福祉施設等、私立学校 

災害拠点病院は、災害時に主に重症者の適切な医療を行う医療活動の拠点となる。ま

た、特別養護老人ホームや保育所などの社会福祉施設等は、高齢者や障害者、乳幼児な

ど災害時に自力での避難が困難な人が多く利用している。私立学校は、児童や生徒など

が利用する施設である。こうしたことから、これらの建築物についても重点的に耐震化

を促進する必要がある。 
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8 要緊急安全確認大規模建築物の規模要件に該当するものは含まない。また、本計画においては、耐震改修促進法

第 14 条第３号の通行障害建築物は一般緊急輸送道路沿道建築物として別に扱うため、特定建築物からは除く。 

9 耐震改修促進法附則第３条による耐震診断実施の義務付け建築物 

10 耐震改修促進法第 15 条第２項に基づく指示 



第２章 耐震化の基本的な考え方 

 ２ 計画対象の建築物 

-19- 

 

8 
9─

 
( )  

 
14  

10 ≤⌂
╢  

15  

ⱱכⱶ⁸ ⱱכⱶ ⌐
∆╢╙─ 

⅛≈ 
1,000  

⅛≈ 
2,000  

⅛≈ 
5,000  

☿fi♃⁸כ ⁸
☿fi♃כ ⌐ ∆╢╙─ 

⅛≈ 
1,000  

⅛≈ 
2,000  

⅛≈ 
5,000  

⁸ ↓≥╙ ⁸
 

⅛≈ 
500  

⅛≈ 
750  

⅛≈ 
1, 500  

⁸ ⁸  
⅛≈ 

1,000  
⅛≈ 

2,000  
⅛≈ 

5,000  

 
⅛≈ 

1,000  
⅛≈ 

2,000  
⅛≈ 

5,000  

 
⅛≈ 

1,000  
⅛≈ 

2,000  
⅛≈ 

5,000  

⁸◐ꜗⱣ꜠⁸כ ⌐ ∆╢
╙─ 

⅛≈ 
1,000  

⅛≈ 
2,000  

⅛≈ 
5,000  

⁸ ⁸ ⁸ כ◘⁸
ⱦ☻ ╩ ╗  

⅛≈ 
1,000  

⅛≈ 
2,000  

⅛≈ 
5,000  

─ │ ╩
ↄ⁹  

⅛≈ 
1,000  

  

─ ≢ ─ │
─ ⌐ ∆╢╙─ 

⅛≈ 
1,000  

⅛≈ 
2,000  

⅛≈ 
5,000  

⌂≥ ─ │
─√╘─  

⅛≈ 
1,000  

⅛≈ 
2,000  

⅛≈ 
5,000  

⁸ ⌂≥ ⌂  
⅛≈ 

1,000  
⅛≈ 

2,000  
⅛≈ 

5,000  

─ │ ─ ⌐
∆╢  

≢ ∆╢
╙─ 

500  
⅛≈ 

5,000  

 

 

 

 

 



第２章 耐震化の基本的な考え方 

 ２ 計画対象の建築物 

-20- 

（６）組積造の塀 

危険なブロック塀等を放置し、地震により倒壊してしまった場合、通行人が被害を受

けるとともに、倒壊による道路の閉塞により避難や救急・消火活動に支障を来すおそれ

があることから、ブロック塀等の耐震化を促進していく。 

 

① 通行障害建築物となる組積造の塀 

耐震改修促進法では、都や区市町村が耐震改修促進計画で地震時の建築物の倒壊に

よる通行障害を防ぐべき道路を定め、その沿道建築物の耐震化を促進することとして

おり、平成 31 年 1 月の耐震改修促進法施行令等の改正により、建物に附属する組積

造の塀が通行障害建築物に追加された。 

また、地域の実情に応じて、対象となる塀の長さと高さの下限値を定められること

となった。 

このため、都は、耐震改修促進法第 5 条第3 項第 2 号に基づき「建築物集合地域通

過道路等」に位置付けている特定緊急輸送道路に面する組積造の塀のうち、長さ 8m

を超え、かつ、その前面道路に面する部分のいずれかの高さが、当該部分から当該前

面道路の境界線までの水平距離に当該前面道路の幅員の２分の１に相当する距離を加

えた数値を 2.5 で除して得た数値を超えるブロック塀等であって、建物に附属するも

の（以下「通行障害建築物となる組積造の塀」という。）を「要安全確認計画記載建築

物」として令和２年４月１日から耐震診断の実施を義務付けた（耐震診断の結果報告

の期限は、令和 3年度末）。これは、広域自治体である都の役割が、主要路線である特

定緊急輸送道路の通行機能を確保することであるためである。 

区市町村は、地域の実情を踏まえ、耐震改修促進法第 6 条第 3 項各号に基づき、通

行障害を防ぐべき道路を指定することができる。 

また、必要な場合は、対象となる塀の長さと高さの下限値についても別途規定する。 

 

特定緊急輸送道路に接する建物に附属する組積造の塀のうち、次の全てに該当する塀 

・新耐震基準導入より前に建築された塀 

・長さが８m を超える塀 

・高さが塀から道路中心線までの距離を 2.5で除して得た数値を超える塀 
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■耐震改修促進法施行令等の改正による既存ブロック塀等の耐震診断の義務付け 

○ 耐震改修促進法施行令等改正の趣旨、概要 

大阪府北部を震源とする地震等におけるブロック塀等の倒壊被害を踏まえ、ブロック塀等

の倒壊による通行被害の防止のため、耐震改修促進法施行令第４条の通行障害建築物に、建

物に附属する組積造の塀が追加された。これに伴い、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進

を図るための基本的な方針（平成 18年国土交通省告示第 184号）等の改正が行われた。 

 

○ 耐震診断が義務付けとなる組積造の塀の要件 

前面道路に面する部分の長さが 25ｍ※１を超え、かつ、その前面道路に面する部分のいず

れかの高さが、当該部分から当該前面道路の境界線までの水平距離に当該前面道路の幅員の

２分の１に相当する距離※２を加えた数値を2.5で除して得た数値を超えるブロック塀等であ

って、建物に附属するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ─ ↕  

β ⁸ ─ ∕─ ─ ⌐╟╡↓─ ↕≤∆╢↓≤⅜ ≢№╢ ⁸ 25 ─

⌐⅔™≡⁸ │ ⅜ ≢ ╘╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

β ⁸ ─ ∕─ ─ ⌐╟╡↓─ ≤∆╢↓≤⅜ ≢№╢ ⁸ 2 ÷2.5 ↕

0.8 ─ ⌐⅔™≡⁸ │ ⅜ ≢ ╘╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

 

  

  

 /      /   

   
  

 
  

↕  

θ 

 

2.5  

θ 

╕≢─
 

  
2Ȣ5

 

─≤⅝⁸ ↕ ⌐  

 



第２章 耐震化の基本的な考え方 

 ２ 計画対象の建築物 

-22- 

 
 

⌐
≈
™
≡
⁸

2
3

6
⁸

5
3

 

11
 

┘
 



第２章 耐震化の基本的な考え方 

 ３ 耐震化の現状と課題 

-23- 

３ 耐震化の現状と課題 

（１）緊急輸送道路沿道建築物 

１）特定緊急輸送道路沿道建築物 

① これまでの取組 

· 平成 23 年 3月に耐震化推進条例を制定し、特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者に

対して耐震診断を義務付けるとともに、沿道建築物の耐震化について重点的かつ集中

的に取り組んできた。 

· 震災時においても緊急輸送道路としての機能を確保できるよう、建物所有者の耐震化

の取組を促すため、耐震診断については原則として自己負担なし、耐震改修等につい

ては最大９割を助成するなど、財政的な支援を行ってきた。 

· 平成 27 年 2 月からは耐震診断が実施されていない建築物を対象に所在地や名称な

どを公表し、診断実施を強力に働きかけてきた。 

· 平成 28 年 3月に本計画を改定し、令和元年度末の耐震化率 90％、かつ、倒壊の危

険性が高い建築物（Is 値が 0.3 未満相当の建築物）の解消、令和 7年度末の耐震化率

100％の目標達成を目指してきた。 

· 平成 30 年 3月からは耐震改修促進法に基づき、所管行政庁である区市と連携し、特

定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断結果の公表を進め、所有者の耐震改修に対する

自発的な取組を促している。 

· 平成 31 年 3月に耐震化推進条例を改正し、緊急輸送道路沿道建築物の占有者に、所

有者が行う耐震化の実現に向けて協力する努力義務、地震に対する安全性の基準に適

合しない特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者に、占有者に対して安全性の基準に適

合しない旨の通知等をする努力義務を課した。 

また、所管行政庁が特定緊急輸送道路沿道建築物の占有者に対し、耐震改修等の実現

に向けた協力についての指導・助言をすることができる規定等を設け、緊急輸送道路

沿道建築物の占有者の協力を得やすくするよう環境を整備し、所有者の耐震化の取組

を促すことにより、緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を更に推進している。 

· 九都県市首脳会議11を構成する自治体で九都県市緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促

進に向けた連携協議会を立ち上げ、災害時の緊急輸送道路の機能確保のため、沿道建

築物の耐震化に向けた取組を行っている。 

· 令和元年度までは、耐震化率を指標として目標設定を行ってきたが、令和２年３月に

一部改定を行い、以下の新たな目標設定を行った。 

区間到達率：都県境入口からある区間に到達できる確率 

総合到達率：区間到達率の平均値 

 

                                        
11 ：九都県市（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、横浜市、川崎市、相模原市、千葉市、さ

いたま市）の知事・市長で構成され、九都県市の知事及び市長が長期的展望の下に、共有する膨大な地域活力を

生かし、人間生活の総合的条件の向上を図るため共同して広域的課題に積極的に取り組むことを目的とした会

議のこと。 
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② 現状 

· 令和４年 12月末時点の総合到達率は、92.6％である。 

· 令和４年 12月末時点の区間到達率図は、下図である。 
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· 令和４年 12月末時点の耐震化率は、87.7％（②／①）である。 

· 耐震化推進条例により耐震診断が義務付けられている旧耐震基準の建築物（4,823 棟）

の 98.2％（④／⑤）で診断が終了しており、53.5％（③／⑤）が耐震性を満たして

いる。平成 27年 12 月末時点から診断実施率は 4.5 ポイント、耐震性を満たす建築

物の割合は 26.4 ポイント上昇した。 
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β ⌐ ≠ↄ ⁸ ⁸ ─

12  

β ─ ╩ ⇔√  

 

③ 課題 

· 全ての特定緊急輸送道路沿道建築物で耐震診断や耐震改修等が実施されるよう、引き

続き、重点的かつ集中的に取り組む必要がある。 

· 令和４年 12 月末時点で、特定緊急輸送道路沿道建築物の 98.2％で診断が行われた

が、46.5％については耐震化されていない。このことから、建物所有者への啓発や支

援、指導・助言など、様々な切り口から改修等の実施を促進する必要がある。 

· 倒壊の危険性の高い建築物（Is 値が 0.3 未満相当の建築物）を解消することが区間到

達率及び総合到達率の向上に大きく寄与することから、重点的に取り組む必要がある。 

 ⌐ ⅜ ⇔≡⅔╡⁸ ─ ↕ ─ᵑ │ᵒ ╩ ⅎ╢  

ᾥ  24 ─ ⌐ ⇔√╙─ 
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≪耐震診断≫ 

· 令和４年 12 月末時点で、特定緊急輸送道路沿道建築物の 1.8％で耐震診断が実施さ

れていないことから、早期に全ての建築物で診断が実施されるよう、所管行政庁と連

携し、各建築物の状況に応じて、法令に基づく指導や指示、報告命令などを通じて強

力に促進する必要がある。 

 

≪耐震改修等≫ 

· 特定緊急輸送道路の機能確保に向け、引き続き、建物所有者等への支援や法令に基づ

く指導・助言など、様々な切り口から補強設計や耐震改修等を促進する必要がある。 

· 平成 29 年 1 月から平成 30 年 3 月までに開催された特定緊急輸送道路沿道建築物

の耐震化促進に向けた検討委員会では、耐震化に向けた更なる促進策として、耐震化

の意思等を有していない建物所有者への実効ある対応、建物所有者の取組に対する更

なる支援、賃貸建築物等の占有者から協力を引き出すための方策が提言された。これ

を踏まえ、令和元年度の一部改定において、段階的な耐震改修への対応などを具体化

してきたが、引き続き、提言を踏まえた取組を進めていく必要がある。 

· 建物所有者が補強設計や耐震改修等に踏み出すためには、補強設計に先立ち実施する

改修工法などの比較・検討に対しても支援を行うことにより、設計や改修等につなが

る契機を作る必要がある。 

· 区分所有者同士や占有者との合意形成が困難、手間がかけられない等の理由により耐

震化が停滞している沿道建築物がある一方で、管理会社や建築士等の中には、耐震化

の必要性を認識し耐震化を進めたいと考えている者がいることから、このような民間

事業者の力を活用し、所有者の抱える課題に柔軟に対応していく必要がある。 

· 都は、区市町村が耐震改修助成を行うことを前提に改修工事費の最大９割を助成する

制度を運用しているが、区市町村によっては、最大の助成率を都よりも低く設定して

いる場合や、最大の率が都と同じであっても工事費が高くなると助成率が抑えられ、

結果として助成額が低くなる場合がある。このため、都の助成制度を最大限活用でき

る制度に見直すよう該当する区市町村に要請する必要がある。 

 

≪広域的な連携≫ 

· 震災時においても緊急輸送道路の機能を確保し、首都機能を維持するためには、都内

だけでなく、より広域的な観点から隣接する県や政令指定都市と連携し、緊急輸送道

路沿道建築物の耐震化を促進する必要がある。 
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■特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進に向けた検討委員会 

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進に向けた検討委員会は、特定沿道建築物の耐

震化の促進に向けて、施策の展開が必要な促進策を検討するため設置された。 

検討委員会では、都が区市町村や建築士の団体と連携し行った個別訪問（ローラー作戦）

で把握した建物所有者の意向や耐震改修等を行うに当たっての障害となっている内容など

を参考にしながら、更なる耐震化の取組の必要性が示され、具体の促進策について提言が

行われた。 

 

○ 検討委員会実施期間 

平成 29 年１月から平成 30 年３月まで（計７回開催） 

 

○ 検討委員会報告の主な内容 

耐震化に向けた更なる促進策として以下について提言 

（１）耐震化の意思等を有していない建物所有者への実効ある対応 

・耐震診断結果の公表による耐震改修等の促進 

・建物所有者への指導や指示などの実施 

（２）建物所有者の取組に対する更なる支援 

・継続的に助言できる仕組みの整備 

・個別訪問時における耐震改修事例の情報提供 

・耐震改修費用に関するデータの情報提供 

・段階的な耐震改修への対応 

（３）賃貸建築物等の占有者から協力を引き出すための方策 

・占有者への協力依頼規定の位置付け 

・占有者の責務の位置付け等 

・占有者の移転費用等に対する支援 

 

  



第２章 耐震化の基本的な考え方 

 ３ 耐震化の現状と課題 

-28- 

２）一般緊急輸送道路沿道建築物 

① これまでの取組 

· 平成 23 年 3月に耐震化推進条例を制定し、令和７年度末の耐震化率 90％の目標達

成を目指して、耐震化に取り組んできた。 

· 震災時においても緊急輸送道路としての機能確保に向け、建物所有者の耐震化の取組

を促すため、診断や改修等に要する費用について財政的な支援を行ってきた。 

 

② 現状 

· 令和４年 6月時点の耐震化率は、84.3％と見込まれる。 
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③ 課題 

· 一般緊急輸送道路沿道建築物は、特定緊急輸送道路沿道建築物に比べ、耐震診断をは

じめとする耐震化の取組が進んでいない。緊急輸送道路全体の通行機能を確保し、東

京全体の防災力を高めるためには、地域の主要な防災拠点等に到達できるよう沿道建

築物の耐震化をより一層強力に促進していく必要がある。 

· 耐震化を促進するには、所有者が建築物の耐震性能を把握し、耐震化の必要性や重要

性を認識することが不可欠であることから、耐震診断の実施を促していく必要がある。

また、耐震化状況を正確に把握できていないため、耐震診断の実施率を高める必要が

ある。 

· 一般緊急輸送道路沿道建築物については、助成率や助成額の上限を都よりも低く設定

している区市があり、特に多摩部においては、助成制度を有していない自治体も多い。

このため、都の助成制度を最大限活用するよう区市町村に要請するとともに、耐震化

に向けた課題の把握や促進策の検討などに区市町村と連携して取り組む必要がある。 

· これまでの耐震診断や耐震改修等に係る助成実績から、診断や改修等を実施している

建築物の割合は特定緊急輸送道路沿道建築物の場合と比較して少ないと考えられる。

このため、区市町村と連携し、建物所有者に対して緊急輸送道路の役割や耐震化の重

要性を啓発するとともに、助成内容の周知を行うことが必要である。 

· 引き続き、建物所有者への支援や法令に基づく指導・助言など、様々な切り口から耐

震化を促進する方策について検討する必要がある。 

  



第２章 耐震化の基本的な考え方 

 ３ 耐震化の現状と課題 

-30- 

（２）住宅 

① これまでの取組 

· 住宅の倒壊を防ぐことは、居住者の生命や財産を守ることだけでなく、都市の防災力

の向上にもつながることから、令和 2 年度末の耐震化率 95％以上、令和7 年度末に

耐震性が不十分な住宅のおおむね解消を目指して取り組んできた。 

· 木造住宅密集地域12は地震により大規模な市街地火災が発生するおそれが高く、住宅

が倒壊した場合、道路閉塞などの発生により消火活動や避難が困難となり、広範かつ

甚大な被害につながるおそれがある。このため、防災都市づくり推進計画に定める整

備地域13内の木造住宅の耐震化を推進し、大規模な市街地火災による人的、物的被害

を最小限に抑えるという公共的な観点から財政的支援を行っており、近年は除却によ

る耐震化が増加している。 

· 平成 30 年度から、積極的な働きかけを行う区市町村を対象に、整備地域外にも財政

的支援を拡充してきており、個別訪問等を実施する区市町村が増加している。 

· 住宅の所有者が主体的に耐震化に取り組むことができるよう、区市町村と連携して、

相談体制の整備や耐震改修工法の情報提供、改修事業者講習会の共催など環境整備や

技術的支援を行ってきた。 

· 平成28年の熊本地震で一部に倒壊の被害が見られた新耐震基準の木造住宅について

は、所有者自ら行う安全点検を推奨するなど、普及啓発を行ってきた。 

· マンション14は戸建住宅に比べ規模が大きく、地震により倒壊した場合、道路閉塞を

引き起こすなど、周辺地域にも大きな影響が及ぶ上、合意形成の難しさからその再建

には困難を伴うことが多い。このため、マンション耐震セミナーの開催等による管理

組合に対する普及啓発や、耐震診断や耐震改修等に対して財政的支援を行うとともに、

専門家派遣による診断や改修の実施に向けた助言などにより合意形成を支援し、耐震

化を促進してきた。 

· 都営住宅（福祉住宅、地域特別賃貸住宅、特定公共賃貸住宅を含む）については、平

成 20 年に策定した都営住宅耐震化整備プログラムに基づき、耐震化率 100%の達

成を目指し、計画的に耐震改修、建替え及び撤去を行うことにより、耐震化に取り組

んできた。 

· 東京都住宅供給公社住宅については、公社賃貸住宅耐震化整備プログラムに基づき、

都営住宅と同様、令和２度末の耐震化率 100％の達成を目指し、取り組んできた。 

· 都市再生機構住宅については、令和５年度末の耐震化率 95％以上（棟数ベース）の

達成を目指し、取り組んでいる。 

 

                                        
12 ：防災都市づくり推進計画に示された震災時に延焼被害のおそれのある老朽木造住宅が密集

している地域 

13 ≠ↄ╡ ⌐ ╘╢ ：地域危険度が高く、かつ、老朽化した木造建築物が特に集積する

など、震災時に特に甚大な被害が想定される地域 

14 ⱴfi◦ꜛfi：マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成 12 年法律第 149 号）第２条第１号で定義

されるいわゆる分譲マンションのことをいう。 
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② 現状 

· 平成 30 年住宅・土地統計調査を基に住宅の耐震化率を算出すると、耐震性を満たす

ものを新耐震基準に適合する又は耐震診断により安全性が確認されたものとした場

合、令和元年度末時点の耐震化率は、戸数ベースで 92.0％と見込まれる（表９）。ま

た、同様に新耐震基準（木造住宅については 2000 年基準）に適合する又は耐震診断

により安全性が確認されたものとした場合、89.1％と見込まれる（表 10）。 

· そのうち木造戸建住宅では 86.0％、非木造共同住宅では 94.5％、マンションでは

94.4％が耐震性を満たしていると見込まれる。2000 年基準の耐震化率は、木造戸

建住宅では 77.7％、木造共同住宅では 80.9％が耐震性を満たしていると見込まれ

る。 

· 旧耐震基準の住宅は、都内における滅失住宅の平均築後年数を超えて築 40 年以上と

なっており、老朽化が進んでいる。 

· 主な公共住宅については、耐震化整備プログラムなどに基づくこれでまでの計画的な

取組により、令和元年度末時点で 91.9％（戸数ベース）が耐震性を満たしている。都

営住宅等では 95.9％、区市町村営住宅では 98.5％、東京都住宅供給公社住宅では

99.５％、都市再生機構住宅では 81.4％が耐震性を満たしている。 
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R1  

  a b a+b=c d d/c  

 

 415,000 1,232,800 1,647,800 1,417,200 86.0% 

 34,100 146,100 180,200 171,700 95.3% 
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 121,400 622,700 744,100 664,800 89.3% 
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  a b c a+b+c=d e e/d 

 

 415,000 560,900 671,900 1,647,800 1,280,100 77.7% 

 34,100 69,400 76,700 180,200 171,700 95.3% 

 449,100 630,300 748,600 1,828,000 1,451,700 79.4% 

 

 

 121,400 326,900 295,800 744,100 602,000 80.9% 

 685,800 1,697,900 1,949,600 4,333,300 4,096,700 94.5% 

  217,900 492,000 609,200 1,319,100 1,245,900 94.4% 

 807,200 2,024,800 2,245,400 5,077,400 4,698,600 92.5% 

 1,256,300 2,655,100 2,994,000 6,905,400 6,149,800 89.1% 

β 10─ ╩ √∆≤│⁸ ⌐≈™≡│ 2000 ⌐ ∆╢ │ ─

─ ⌐ ∆╢ ⌐ ≠ↄ ─ ⁸ ⌐ ⇔≡ ⌂ ≢№╢↓≤⅜ ⅛╘╠╣

≡™╢↓≤╩™℮⁹ 

β 30 ה ╩ ⌐⇔√ ─  

β ⌐│⁸ ≢№╢ ╩ ╗⁹ 

β ה │♃כ♦─ ─ ≢ ⇔≡™╢√╘⁸ ╩ ⇔ →≡╙ ∏⇔╙

≤│ ⇔⌂™⁹ 

 

 

 

16 ─ ⁸  

  

21

24

29 30
28 29

36

27

32

38

0

10

20

30

40

1988

S63

1993

H5

1998

H10

2003

H15

2008

H20

2013

H25

2018

H30

2008

H20

2013

H25

2018

H30

( )

( )

30



第２章 耐震化の基本的な考え方 

 ３ 耐震化の現状と課題 

-33- 

 

11 ⌂ ─ ⁸  

 
56

 

57

 
 

 
 

 a b a+b=c d d/c  

 

 
2,547 3,153 5,700 5,393 94.6% 

111,022 145,009 256,031 245,496 95.9% 

 

378 923 1,301 1,209 92.9% 

6,211 15,329 21,540 21,219 98.5% 

 
1,018 253 1,271 1,264 99.4% 

49,400 22,761 72,161 71,857 99.5% 

 
1,362 999 2,361 2,172 92.0% 

89,867 72,300 162,167 131,992 81.4% 

  
5,305 5,328 10,633 10,038 94.4% 

256,500 255,399 511,899 470,564 91.9% 

β ─  
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③ 課題 

· 前計画（令和３年3 月策定）では、令和７年度末までに耐震性が不十分な住宅をおお

むね解消とする目標を定めている。平成 26 年度末から令和元年度末までの耐震化率

の上昇は５年間で 4.5％であり、目標達成に向けて耐震化の取組を更に促進していく

必要がある。 

· 住宅の耐震化を進めるためには、所有者自らが主体的に取り組むべき問題であるとい

う意識を持つことが不可欠である。このため、普及啓発に力を入れるとともに、相談

体制や情報提供の充実を図り、耐震化率の向上につなげていく必要がある。 

· とりわけ、住民に身近な区市町村の役割が極めて重要であり、老朽化が進んだ住宅に

対する一層の支援強化や、所有者に対する個別訪問等の積極的な働きかけを図るよう

促す必要がある。 

 

≪新耐震基準の木造住宅≫ 

· 被害想定において、2000 年基準を満たさない建築物の耐震化による被害の軽減効果

が示されたことから、新耐震基準の木造住宅の耐震化に取り組んでいく必要がある。 

· 都内の区市においても新耐震基準の木造住宅の耐震化に対する取組が広がってきて

おり、都として支援していく必要がある。 

 

≪防災都市づくり推進計画に定める整備地域内の住宅≫ 

· 防災都市づくり推進計画に定める整備地域は、震災時に特に甚大な被害が想定される

ことから、震災時における円滑な消火・救援活動や避難を可能とするよう防災上重要

な道路の整備に併せて、建替えによる住宅の不燃化・耐震化を推進するとともに、建

替えが困難な住宅については、耐震改修が進むよう技術的支援や財政的支援を行う必

要がある。 
 

≪マンション≫ 

· 都は、区市町と連携し、耐震アドバイザー派遣助成、耐震診断助成、耐震改修助成を

実施している。この制度を活用し管理組合等に助成を行っているのは区部の自治体と

一部の市にとどまっている。このため、区市町に対し、助成制度の有無・内容に応じ

て、制度を創設し助成を活用するよう、強く働きかける必要がある。 

· 耐震化を一層促進するため、管理組合の状況に応じた普及啓発や支援を強化し、効果

的・集中的に施策を展開する必要がある。 
 

≪主な公共住宅≫ 

· 都営住宅については、都営住宅耐震化整備プログラムに基づき、令和７年度末の耐震

化率 100％の達成に向け、引き続き、耐震化を推進していく必要がある。 

· 都市再生機構住宅については、引き続き、計画的に耐震化を推進する必要がある。 
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（３）特定建築物 

① これまでの取組 

· 令和２年度末の耐震化率 95％以上を目標として耐震化に取り組んできた。 

· 建物所有者が主体的に耐震化に取り組むことができるよう、区市町村と連携して、相

談体制の整備や耐震改修工法の情報提供など環境整備や技術的支援を行ってきた。 

· 特定建築物の内、民間の学校、病院等、社会福祉施設等について、都の所管部署にて、

耐震診断等の助成やアドバイザーの派遣を行ってきた。 

· 要緊急安全確認大規模建築物については、耐震改修促進法で平成 27年 12 月末を期

限に耐震診断の実施とその報告が義務付けられていたため、所管行政庁と連携して建

物所有者に診断の実施を働きかけ、平成 30 年３月に診断結果の公表を行い、助言を

行ってきた。 

 

② 現状 

· 令和元年度末時点の耐震化率は、88.4％と見込まれる。 

· 学校や病院などの防災上特に重要な建築物では 90.2％、社会福祉施設などの要配慮

者が利用する建築物では 96.9％、百貨店やホテルなどの不特定多数の者が利用する

建築物では 85.2％が耐震性を満たしていると見込まれる。 

· 要緊急安全確認大規模建築物は、94.0％が耐震性を満たしている。 
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⌐ ⌂  
⁸  

1,576 1,531 45 97.1% 

⅜ ∆╢  
 

6 6 0 100.0% 

─╙─⅜ ∆╢  
⁸ⱱ♥ꜟ⁸  

176 136 40 77.3% 

∕─ ─  143 113 30 79.0% 

  1,901 1,786 115 94.0% 

β ─ ─ ─ ⅛╠─  

β₈ ╩ ⇔⌂™ ₉⌐│ ─ ╙ ╗⁹ 

 

③ 課題 

· 特殊建築物等定期調査報告に基づく推計によると、平成 26 年度末から令和元年度末

までの５年間で耐震化率は３%程度向上している。多数の者が利用する一定規模以上

の建築物である特定建築物が倒壊した場合の影響を踏まえ、今後も耐震化を促進する

必要がある。 

· 所有者の主体的な取組を促すよう建物所有者や建築・住宅の専門家等の団体、行政機

関などと連携し、管理者等に働きかける必要がある。 

· 所有者等に対して普及啓発をより一層図るとともに、建築物固有の課題に効果的に対

応していくための相談体制を更に充実させる必要がある。 

 

≪要緊急安全確認大規模建築物≫ 

· 耐震診断を実施せず結果報告を行っていない建築物の所有者に対して、所管行政庁が

診断の実施を働きかける必要があり、特に報告率が芳しくない用途の建築物について

は強く働きかけることが不可欠である。働きかけたにもかかわらず、正当な理由なく

診断を実施しない建物所有者に対しては、必要に応じて指導・指示や法令に基づく命

令を行うよう、引き続き所管行政庁に要請していく。 

· 報告された診断結果については、耐震改修促進法に基づき公表することになっている

が、先に報告した建物所有者が不利にならないよう、引き続き公表に当たって十分配

慮する。 

· 耐震診断の結果、耐震性が不十分であると判定された建築物の所有者に対しては、引

き続き所管行政庁が早期に耐震化に着手するよう働きかけていく。 
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（４）防災上重要な公共建築物 

① これまでの取組 

· できる限り早期に耐震化率 100%の達成を目標として耐震化に取り組んできた。 

· 都有建築物については、平成 20 年 3月に策定した「東京都が所有する防災上重要な

公共建築物の耐震化整備プログラム」に基づき、計画的に耐震化を進めてきた。 

 

② 現状 

· 防災上重要な公共建築物については、令和元年度末時点で 98.5％が耐震性を満たし

ている。 

· 都有建築物については 99.9％が、区市町村有建築物については 97.8％が、耐震性を

満たしている。 
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③ 課題 

· 防災上重要な公共建築物は、多数の都民に利用されることや災害時の活動拠点などに

活用されること、さらに民間建築物の耐震化を先導する役割を担うことから、速やか

に全ての建築物の耐震化を完了させなければならない。 

· 都有建築物のうち、耐震性を満たしていない建築物については、既に建替え工事など

耐震化に着手しており、着実に取り組んでいく。 

· 区市町村有建築物については、全ての建築物で早急に耐震化を完了させるよう区市町

村に働きかけていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⌂  
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（５）災害拠点病院、民間社会福祉施設等、私立学校 

① これまでの取組 

· 災害拠点病院は震災時の医療活動の拠点となることから、令和 7 年度末の耐震化率

100％を目指して取り組んできた。また、耐震診断や耐震改修、建替えに要する費用

に対し助成を行い、建物所有者などの取組を促してきた。 

· 社会福祉施設等のうち民間所有の建築物については、耐震診断や耐震改修に要する費

用に対し助成するとともに、状況に応じた相談や提案、アドバイザーの派遣などきめ

細かな対応を行うなど、令和2年度末の耐震化率100％を目指して取り組んできた。 

 

② 現状 

· 災害拠点病院15については、令和元年 9 月１日時点で 96.3％が耐震性を満たしてい

る。前計画での調査時点（平成 26 年 9 月 1 日）より耐震化率が 8.5％程度向上し

た。 

· 民間社会福祉施設等については、令和元年 3 月 31 日時点で 91.3％が耐震性を満た

していると見込まれる。 

· 私立学校については、令和２年 4 月１日時点で 95.8%が耐震性を満たしており、前

計画での調査時点（平成 27 年 4 月 1 日）から、耐震化率が 3.8％程度向上してい

る。 
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15 患者が利用する全ての建築物を対象としている。 
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③ 課題 

≪災害拠点病院≫ 

· 災害拠点病院は震災時の医療活動の拠点となる重要な役割を担うことから、全ての建

築物で耐震化が実現するよう、医療機関の開設者に対して耐震化を働きかける必要が

ある。 

 

≪民間社会福祉施設等≫ 

· 民間社会福祉施設等は、高齢者や障害者、乳幼児など災害時に自力での避難が困難な

人が利用する建築物であるため、着実に耐震化が進むよう事業者に働きかける必要が

ある。 

 

≪私立学校≫ 

· 私立学校に通学する児童や生徒などの安全を守るため、全ての建築物で耐震化が進む

よう、学校設置者に働きかける必要がある。 
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（６）組積造の塀 

① これまでの取組 

· 昭和 53 年 6 月の宮城県沖地震ではブロック塀などの倒壊により死者が発生するな

ど、その危険性が問題となった。このため、区市町村が主体となってブロック塀の実

態調査を行い、危険性が高いものに対し必要な補強を行うよう改善指導してきた。 

· また、平成 30 年 6 月の大阪府北部を震源とする地震によるブロック塀の倒壊被害を

受け、塀の所有者に対し、ブロック塀の安全点検チェックポイントの活用による安全

点検の実施等について、普及啓発に努めてきた。 

· さらに、危険なブロック塀等の倒壊による人的被害を防ぐため、民間のブロック塀等

の除却や安全な塀への建替え等に助成金を交付する区市町村に対する補助、軽量化に

伴う震災時の安全性向上等が期待される国産木材を使用した塀に建て替える場合の

加算を、平成 30 年 12月から実施してきた。 

 

② 現状 

· 大阪府北部を震源とする地震等におけるブロック塀等の倒壊被害を踏まえ、ブロック

塀等の倒壊による通行障害の防止のため、耐震改修促進法施行令等の改正が行われた。 

· 令和 2 年度から、耐震診断の実施及び報告が義務付けられる通行障害建築物である組

積造の塀の特定を進めるとともに、耐震診断の実施を促している。 

 

③ 課題 

· 耐震改修促進法施行令等の改正も踏まえ、ブロック塀等の除却、安全な塀への建替え

等を促進していく必要がある。 
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４ 耐震化の目標 

（１）耐震化の基本理念 

 

 

 

（２）耐震化の目標 

建築物の種類ごとの目標は表 16 のとおりとする。 
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（３）目標設定の考え方 

１）特定緊急輸送道路沿道建築物 

· 令和元年度の一部改定までは、耐震化率を指標として目標設定を行ってきたが、同改

定において、特定緊急輸送道路の通行機能を的確に表せる以下の指標を用いて、次の

通り目標設定を行った。 

区間到達率：都県境入口からある区間に到達できる確率 

総合到達率：区間到達率の平均値 

なお、各指標の詳細な説明は 43 ページから 45ページに記載している。 

· 令和元年度末までの目標は「う回することで通行機能を確保できる」ことであり、前

回の計画改定時に行ったシミュレーションにより、耐震化率を 90％以上とし、かつ、

倒壊の危険性が高い建築物（Is 値が 0.3 未満相当の建築物）を解消することを数値目

標とした。しかし、令和元年 12 月末時点の耐震化率は、85.9％であり、倒壊の危険

性が高い建築物も 1,200 棟以上残存している。 

· 数値的には未達であるが、新たな指標である区間到達率と総合到達率を用いて、前回

シミュレーションの目的地である大規模救出救助活動拠点への到達率を検証したと

ころ、ごく一部の拠点を除いて到達することができることを確認できた。これにより、

令和元年度末までの目標である「う回することで通行機能を確保できる」ことは、ほ

ぼ達成したといえる（令和元年 12 月時点における規模救出救助活動拠点への到達率

は平均 95.4％）。 

· 一方、特定緊急輸送道路全体を見ると、区間到達率の低い区間が存在している。今後、

任意の地点に到達できるようにするためには、倒壊の危険性が高い建築物（Is 値が 0.3

未満相当の建築物）への対策が必要である。 

· このため、倒壊の危険性が高い建築物（Is 値が 0.3 未満相当の建築物）の耐震改修等

を段階的な耐震改修等により促進し、特定緊急輸送道路の通行機能を早期に改善する。 

· 新たな指標を用いたシミュレーションから、必要な通行機能がおおむね確保できる水

準として、総合到達率を99％以上とし、かつ、区間到達率 95％未満の区間を解消す

ることを令和 7 年度末までの目標とする。 

· さらに、必要な通行機能が確保できる水準として、耐震化率 100％に相当する総合到

達率 100％とすることを最終目標とするが、目標年次は、段階的な耐震改修の最終完

了まで 10 年程度の期間が想定されることから、令和 17 年度末までとする。 
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■特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化と道路機能確保に係るシミュレーション 

○ 目的 

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断を義務付けた耐震化推進条例に基づく取組により、

沿道建築物の耐震診断実施率が 97.7%（令和元年 12 月末時点）になり、路線ごとに建築物の

位置と耐震性能がほぼ把握できた。 

緊急輸送道路としての機能を確保するためには、任意の地点に到達できるようにすることが

重要である。このため、特定緊急輸送道路全体を捉えた評価指標として、区間到達率及び総合

到達率を導入し、シミュレーションにより算出した。 

○ 区間到達率とは 

区間ごとの通行機能を評価する指標であり、当

該区間に都県境入口の過半から到達できる確率

をシミュレーションにより算出したものである。 

＜区間とは＞ 

交差点や中央分離帯の開口部により道路を

区分した各部分をそれぞれ区間としている。 

＜区間到達率の算出方法＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 ─ ▬ⱷכ☺ 

○ 総合到達率とは 

特定緊急輸送道路全体の通行機能を評価する指標であり、区間到達率を道路全体で加重平均

して算出したものである。 

  

A A
B B
C C

建物

ừ

ừ

ừ

ừ
中央分離帯
開口部

区間
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○ シミュレーションの設定条件 

・地震強度：被害想定16などを踏まえ、都全域を「震度 6 強」（最大速度 66cm/s）に設定 

・倒 壊 率：設定した地震強度における Is 値と建物倒壊率（被害率）の関係（林・鈴木ら、

2000)17を基に推定 

・使用する道路：東京都内の特定緊急輸送道路のみ 

・進入地点：都県境入口の全 5０地点 

・建物の倒壊方向：前面道路に倒壊する確率を 1/2 として設定 

・中央分離帯及び交差点（中央分離帯の開口部）を設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ∆╢     20 ▬ⱷכ☺ 

 

○ シミュレーションの結果と目標設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 ─ ─▬ⱷכ☺

                                        
16 首都直下地震等による東京の被害想定、令和４年５月 25 日公表、東京都防災会議 

17 林康裕・鈴木祥之・宮腰淳一・渡辺基史：耐震診断結果を利用した既存 RC 造建築物の地震リスク表示、地域安

全学会論文集(2), 235-242, 2000.11） 

倒壊建物 

倒壊建物 
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（参考） 区間到達率算出における耐震化の効果 
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区間 A の建物 a が耐震化されると、区間 A の区間到達率が改善されるだけでなく、区

間 B・Cの区間到達率も改善される。 
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２）一般緊急輸送道路沿道建築物 

· 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化による震災時の道路機能の確保に併せ、一般緊

急輸送道路の機能を向上させることは、災害に強い都市を実現する上で有効である。

引き続き、令和 7 年度末までに耐震化率 90%以上にすることを目標とするとともに、

次回の計画改定までに緊急輸送道路全体での総合到達率等を指標とした目標年度や

目標値を定めることを検討する。 

 

３）住宅 

· 老朽化が進んだ旧耐震基準の戸建住宅等の除却を積極的に促進するとともに、所有者

等に対して積極的な働きかけを行う区市町村や、マンションの耐震化に取り組む管理

組合への支援を強化することにより、約 55 万戸ある耐震性が不十分な旧耐震基準の

住宅を令和 7 年度末までにおおむね解消することを目指す。 

· また、新たに新耐震基準の木造住宅の耐震化を図ることで、耐震性が不十分なすべて

の住宅を令和 17 年度末までにおおむね解消することを目指す。なお、約 20 万戸あ

る耐震性が不十分な新耐震基準の木造住宅を令和 12年度末までに半減することを中

間の目標とする。 

 

４）特定建築物 

· これまで重点的に取り組んできた学校や病院などの公共性の高い建築物や事務所・店

舗等の不特定多数の者等が利用する大規模な建築物の耐震化を更に促進するため、ア

ドバイザー派遣を実施することにより、令和７年度末までに耐震化率を 95％以上に

することを目標とする。 

· 要緊急安全確認大規模建築物については、令和 7年度末までに耐震性が不十分な建築

物をおおむね解消することを目指す。 

 

５）防災上重要な公共建築物 

· 令和元年度末時点の耐震化率は 98.5％である。多数の都民に利用されることや、災

害時に活動拠点、避難施設に活用されること、さらに、民間建築物の耐震化を先導す

る役割を担うことから、できる限り早期に耐震化率 100％の達成を目指す。 

 

６）災害拠点病院、社会福祉施設等、私立学校 

· 災害拠点病院については、震災時に医療活動の拠点として確実に機能が発揮できるよ

うにするため、令和 7年度までに耐震化率 100％とすることを目標とする。 

· 高齢者や障害者、乳幼児など災害時に自力での避難が困難な人が利用する社会福祉施

設等や保育所については、令和 12 年度末までに耐震性のない施設をおおむね解消す

ることを目指し、うち自己所有の建築物については耐震化率 100％を達成すること

を目標とする。公立学校と同様に児童や生徒などに利用される私立学校については、

できるだけ早期に耐震化率 100％を達成することを目標とする。  



第２章 耐震化の基本的な考え方 

 ４ 耐震化の目標 

-49- 

７）組積造の塀（通行障害建築物となる組積造の塀） 

· 耐震改修促進法に基づき国土交通大臣が定める「建築物の耐震診断及び耐震改修の促

進を図るための基本的な方針（平成 30年 12 月公布）」で示された目標に則し、令和

7年度末までに耐震性が不十分な通行障害建築物となる組積造の塀をおおむね解消す

ることを目指す。 
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第 3章 耐震化の促進施策 

１ 建築物の耐震化の重点施策 

（１）緊急輸送道路沿道建築物 
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ₒ ₓ 

· 令和 7 年度末までに、総合到達率 99％以上を達成、かつ、区間到達率 95％未満の

区間を解消 

· 令和 17 年度末までに、総合到達率 100％を達成 
 

ₒ ₓ 

· 令和 7 年度末までに、耐震化率 90%以上を達成 

· 次回改定までに総合到達率等による目標設定を検討 

 

ₒ ₓ 

· 必要な通行機能を確保するため、区市町村等と連携し補強設計や耐震改修等を重点

的に促進 

· 災害時においても広域的な緊急輸送道路のネットワークを構築するため、耐震化に

向けた取組を推進 

· 耐震化に係る指導や指示等、新たな指標による耐震化状況の公表を通じて、耐震化

を促進 

ₒ ₓ 

· 区市町村と連携し、建物所有者への働きかけや、耐震診断・耐震改修等への支援、

法令に基づく指導や指示等により耐震化を促進 

· 所有者が都の助成制度を最大限活用できるよう区市町村へ制度の見直しを要請し、

特に耐震診断の実施を促進 
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区市町村への要請 

 
九都県市での一体的取組 

耐震診断結果の公表 

耐震ポータルサイトにおける総合到達率や区間到達率の公表 

耐震化の働きかけ 

アドバイザーの派遣 

アドバイザー派遣制度を活用した改修計画作成の支援 

補強設計や耐震改修等に対する助成 

耐震改修等の実施に向けた指導・助言・指示 

診断未報告者に対する命令・公表 

耐震診断や耐震改修等の実施に向けた指導・助言・指示 

アドバイザー派遣 

耐震化の働きかけ 

耐震診断、補強設計、耐震改修等に対する助成 

アドバイザー派遣制度を活用した改修計画作成の支援 

耐震診断や耐震改修等の実施状況の把握 

区市町村への要請 



第３章 耐震化の促進施策 

 １ 建築物の耐震化の重点施策 

-52- 

１）特定緊急輸送道路沿道建築物 

特定緊急輸送道路は、震災時における救急・救命活動や緊急支援物資の輸送など復旧・

復興の大動脈となる重要な役割を担うため、引き続き、特定緊急輸送道路沿道建築物の

耐震化について重点的かつ集中的に取り組む。 

 

① 建物所有者等への働きかけ 

· 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進するためには、建物所有者等が緊急輸送

道路の役割や耐震化の重要性などを認識する必要がある。このため、区市町村や関係

団体と連携し、所有者等に対し個別訪問や啓発文書の送付等を行うことにより耐震化

を強力に働きかける。また、耐震キャンペーン期間中に開催する耐震フォーラムの案

内を送付し、耐震化の検討に役立つイベント情報を提供する。 

 

② 耐震化に係る支援 

特定緊急輸送道路沿道建築物の倒壊による道路閉塞を防ぐことは、震災時における

緊急輸送道路の機能を確保するため不可欠であることから、建物所有者の取組を促す

ため、アドバイザーの派遣や耐震改修等に要する費用を助成するなどの支援を行う。 

 

ア アドバイザーの派遣等 

· 建物所有者が耐震化を進めていくためには、耐震化状況の把握やそれを踏まえた最

適な改修工法の選択や合意形成など様々な課題を解決しなければならず、その内容

に応じた専門知識が必要となる。このため、建物所有者の自己負担なしで、建築の

専門家や弁護士など所有者の課題に適切に対応できる専門家の派遣などを行う。 

· 耐震化の推進に意欲的な民間事業者が所有者の取組を主導し、検討の初動期から耐

震改修工事等の完了まで一貫して合意形成や事務的作業に対応できるよう、令和５

年度から都が承認した民間事業者を派遣するアドバイザー制度の拡充を行う。 

 

イ 改修計画作成の支援 

· 耐震診断を終えた建物所有者に耐震化を促していくためには、次のステップである

補強設計につながるきっかけを作ることが効果的である。このため、補強に係る費

用や工事の影響などについて比較・検討を行い、設計に生かすための改修計画の作

成を支援するため、建築の専門家をアドバイザーとして派遣する。 

 

ウ 補強設計の費用の助成 

· 耐震診断の結果、耐震性が不十分であると判定された建築物の耐震化を進めるため

には、補強設計を行う必要がある。このため、設計に要する費用について、原則全

額を助成する。 

· 平成 30 年度から、倒壊の危険性が高い建築物（Is 値 0.3 未満相当の建築物）の建

替設計に要する費用について、原則全額を助成している。 
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エ 耐震改修等の費用の助成 

· 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化は、東京の防災性を向上する上で極めて重要

である。このため、建物所有者の自己負担を最大限軽減するため、平成 26 年 1 月

から耐震改修等に要する費用の最大 9 割を助成するなど手厚い支援を実施してお

り、引き続き支援を行う。 

· 震災時における緊急輸送道路の機能を効果的に確保するためには、倒壊の危険性が

高い建築物（Is 値 0.3 未満相当の建築物）を耐震化することが有効である。平成

28 年度から、Is 値 0.3未満相当の建築物の耐震改修の費用について、助成単価を

引き上げ、所有者の取組を促している。 

· 平成 30 年度から、倒壊の危険性が高い建築物（Is 値 0.3 未満相当の建築物）の建

替え及び除却の費用についても助成単価を引き上げている。 

· 建築物の用途や耐震性能によっては、一般的な工法では耐震化が困難なことから免

震工法等の特殊工法を用いる場合がある。特殊工法は一般的な工法に比べ、工事費

が高額となることから、それに対応した費用の助成を実施する。 

· 耐震性能が低い建築物の耐震改修については、一回の工事で耐震化が完了しない場

合がある。このため、令和 17 年度末までに耐震化を完了させることを条件に、段

階的な耐震改修についても費用の助成を実施する。 

· 通行機能の早期確保を図るため、倒壊の危険性が高い建築物（Is 値 0.3 未満相当の

建築物）については、令和 2 年度から、2 回目以降の工事が未定の場合でも、改修

後の Is 値を 0.3 以上相当とすることを条件に、耐震改修の一部を実施する場合に

要する費用について、助成を実施しており、引き続き、倒壊の危険性の高い建築物

の耐震化を促進する。 

· 占有者が存する建築物では、所有者が耐震化工事を実施する際に追加的費用が発生

する。このため、令和 2年度から、占有者が存する建築物の耐震改修等に要する費

用に対する助成額の加算を実施しており、引き続き、所有者の耐震化の取組を更に

後押しする。 

· 分譲マンションについて、延べ面積１万㎡以下の部分に加え、令和４年度から、延

べ面積１万㎡超の部分を助成対象に追加している。 

 

オ 耐震改修等に対する融資の支援 

· 建物所有者が耐震診断や耐震改修の費用の一部について、金融機関から低利で融資

が受けられるよう、金融機関に対して貸付け原資の一部を預託することにより、診

断や改修に係る資金の借入れを支援する。 
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カ 総合設計制度やマンション建替法容積率許可制度の活用による建替えの促進 

· 耐震性が不十分な特定緊急輸送道路沿道建築物の建替えを、総合設計制度を用いて

行う場合、公開空地の確保等による容積率割増しに加え、沿道建築物が耐震化され

ることによる割増しも受けることができる。また、マンション建替法容積率許可制

度では都内全域で活用できるなど、総合設計制度よりも適用の対象が拡大されてい

る。このため、建替えを検討している建物所有者に地域特性に応じた制度の内容を

周知するとともに活用を促すなど、耐震化に向け取り組む。 

 

キ 工事中の代替用地としての都有地貸付け 

· 耐震改修工事や建替え工事では、工事期間中における代替用地や資材置場の確保な

ども課題となる。このことから、代替用地や資材置場として都有地を貸し付けるこ

とにより耐震化を支援する。 

 

③ 耐震化に係る指導や指示等 

建物所有者に対して耐震化を促すため、区市町村や所管行政庁と連携し、耐震改修

促進法や耐震化推進条例に基づく指導や指示等を行う。 

 

ア 耐震診断 

· 正当な理由がなく耐震診断を実施していない建物所有者に対しては、耐震化推進条

例に基づき平成 27 年 2 月から所在地や建築物の名称などの公表を行い、都民へ

情報提供を行ってきた。 

· 平成 30 年 3 月から、都が所管する耐震診断を報告していない建物所有者に対し

て、診断の実施を強力に働きかけるため、耐震改修促進法に基づき報告を行うよう

命令するとともに、命令したことを耐震ポータルサイトにて公表している。 

 

イ 耐震改修等 

· 耐震診断の結果、耐震性が不十分であることが判明した建物所有者に対し、これま

で区市町村と連携し、法令に基づき指導や助言を行ってきた。今後も、耐震改修等

を促すために必要な場合は指導や助言を行う。 

· 指導を行ったにもかかわらず耐震改修等を実施しない場合、本計画における目標や

進捗を踏まえ、震災時における緊急輸送道路の機能を確保するために特に必要があ

ると認めるときは、区市町村や所管行政庁と連携し耐震改修等を行うよう指示する。

また、指示を受けた建物所有者が、正当な理由なく指示に従わなかった場合は、所

在地や建築物の名称などの公表を行い、都民へ情報提供する。 

· 令和元年７月に施行した改正耐震化推進条例に基づき、占有者に対し、耐震改修等

の実現に向けた協力について、必要に応じて指導や助言を行っていく。 

  



第３章 耐震化の促進施策 

 １ 建築物の耐震化の重点施策 

-55- 

④ 耐震化状況などの公表 

· 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の進捗状況を都民に情報提供するため、耐震化

推進条例に基づき、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の新たな指標である総合到

達率や区間到達率について、耐震ポータルサイトにて公表を行っていく。 

· 建物所有者から報告を受けた耐震診断の結果については、平成 30 年 3月から耐震改

修促進法に基づき公表し、都民へ情報提供を行っている。 

 

⑤ 助成制度活用に向けた区市町村への要請 

· 都は耐震改修等に要する費用について、最大９割の助成となるよう区市町村に対し補

助を実施している。しかし、区市町村によっては都が想定する助成率より低く設定し

ている場合や助成対象の事業費に上限額を設けている場合がある。建物所有者に対す

る財政的支援は、所有者の取組を促す上で効果的であることから、所有者が都の補助

制度を最大限活用できるように、助成率の抑制などを行っている区市町村に対して制

度の見直しを要請する。 

 

⑥ 広域的な観点からの緊急輸送道路の機能確保 

· 震災時においても首都機能を維持し、速やかな復旧・復興を図るためには、隣接する

県や主要都市と一体となって、緊急輸送道路の機能を確保していく必要がある。この

ため、九都県市首脳会議を構成する自治体と連携し、沿道建築物耐震化の連携方法や、

より効果的な普及啓発の在り方などについて検討し、災害対応時の大動脈となる緊急

輸送道路ネットワークの構築に取り組む。 
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２）一般緊急輸送道路沿道建築物 

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化による震災時の道路機能確保に併せ、一般緊急

輸送道路の機能を向上させることは、緊急輸送道路全体の通行機能の確保に繋がり、災

害に強い都市を実現する上で有効である。このため、一般緊急輸送道路沿道建築物の耐

震化について、より一層強力な取組を推進していく。 

所有者が建築物の耐震化の必要性や重要性を認識するとともに、都が効果的な耐震化

施策を実践していくためには、耐震化状況の実態を把握することが不可欠であることか

ら、耐震診断の実施を更に促していく。 

 

① 耐震改修等の実施状況の把握 

一般緊急輸送道路沿道建築物については耐震化状況の報告を義務付けていないため、

正確な耐震化率や建築物ごとの進捗状況を把握できていない。このため、建物所有者

に対するアンケート調査やアドバイザーの派遣などによって得られた情報を蓄積する

ことなどにより、耐震診断や耐震改修等の実施状況の把握に努めていく。 

 

② 建物所有者等への働きかけ 

一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進するためには、建物所有者等が緊急輸

送道路の役割や耐震化の重要性などを認識する必要がある。このため、アンケート調

査等で得た耐震化状況を踏まえ、区市町村や関係団体と連携し、所有者等に対して啓

発文書の送付や個別訪問などを行うことにより耐震診断の実施を働きかける。 

また、耐震キャンペーン期間中に開催する耐震フォーラムの案内を送付し、耐震化

の検討に役立つイベント情報を提供する。 

 

③ 耐震化に係る支援 

一般緊急輸送道路沿道建築物の倒壊による道路閉塞を防ぐことは、震災時における

緊急輸送道路の機能を確保するために不可欠である。このため、建物所有者の取組を

促すため、アドバイザーの派遣や耐震改修等に要する費用を助成するなどの支援を行

う。 

 

ア アドバイザーの派遣 

· 建物所有者が耐震化を進めていくためには、最適な改修工法の選択や合意形成など

様々な課題を解決しなければならず、その内容に応じた専門知識が必要となる。こ

のため、建物所有者の自己負担なしで、建築の専門家や弁護士など所有者の課題に

適切に対応できる専門家を派遣する。 

· 診断の実施に向けた相談段階においても、改修等の実施を見据えて、法律や資金計

画などの相談に応じることができるよう、令和 4 年度から弁護士等の多様な専門

家を派遣している。 
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· 耐震化の推進に意欲的な民間事業者が所有者の取組を主導し、検討の初動期から耐

震改修工事等の完了まで一貫して合意形成や事務的作業に対応できるよう、令和５

年度から都が承認した民間事業者を派遣するアドバイザー制度の拡充を行う。 

 

イ 改修計画作成の支援 

· 耐震診断を終えた建物所有者に耐震化を促していくためには、次のステップである

補強設計につながるきっかけを作ることが効果的である。このため、補強に係る費

用や工事の影響などについて比較・検討を行い、設計に生かすための改修計画の作

成を支援するため、建築の専門家をアドバイザーとして派遣する。 

 

ウ 耐震診断の費用の助成 

· 耐震診断は耐震化を進める上での第一歩である。一般緊急輸送道路沿道建築物の耐

震診断を促進するため、診断に要する費用を助成する。 

 

エ 補強設計の費用の助成 

· 耐震診断の結果、耐震性が不十分であると判定された建築物の耐震化を進めるため

には、補強設計を行う必要がある。このため、設計に要する費用を助成する18。 

 

オ 耐震改修等の費用の助成 

· 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に併せて一般緊急輸送道路沿道建築物の耐

震化を進めていくことは、東京の防災性を向上させていく上で重要である。建物所

有者の自己負担を軽減するため、耐震改修等に要する費用を助成する。 

· 建築物の用途や耐震性能によっては、一般的な工法では耐震化が困難なことから免

震工法等の特殊工法を用いる場合がある。特殊工法は一般的な工法に比べ、工事費

が高額となることから、それに対応した費用の助成を実施する。 

· 耐震性能が低い建築物の耐震改修については、一回の工事で耐震化が完了しない場

合がある。このため、令和 17 年度末までに耐震化を完了させることを条件に、段

階的な耐震改修についても費用の助成を実施する。 

· 占有者が存する建築物では、所有者が耐震化工事を実施する際に追加的費用が発生

する。このため、令和 2年度から、占有者が存する建築物の耐震改修等に要する費

用に対する助成額の加算を実施しており、引き続き、所有者の耐震化の取組を更に

後押しする。 

· 令和３年度から、倒壊の危険性が高い建築物（Is 値 0.3 未満相当の建築物）の耐震

改修等の費用について助成単価を引き上げ、当該建築物の耐震化を促進している。 

· 令和４年度から、区市町村が建築物所有者への個別訪問等の取組の実施計画を公

表・報告した場合の助成率を拡充している。 

  

                                        
18 平成 28 年度から、設計費の実態を反映し単価を引き上げている。 
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· 分譲マンションについて、令和４年度から、延べ面積 5,000 ㎡超の部分の助成率

の低減を撤廃するとともに、延べ面積１万㎡以下の部分に加え、延べ面積１万㎡超

の部分も助成対象に追加している。 

 

カ 耐震改修に対する融資の支援 

· 建物所有者が耐震改修の費用の一部について、金融機関から低利で融資が受けられ

るよう、金融機関に対して貸付け原資の一部を預託することにより、改修に係る資

金の借り入れを支援する。 

 

キ 総合設計制度やマンション建替法容積率許可制度の活用による建替えの促進 

· 耐震性が不十分な一般緊急輸送道路沿道建築物の建替えを、総合設計制度を用いて

行う場合、公開空地の確保等による容積率割増しに加え、沿道建築物が耐震化され

ることによる割増しも受けることができる。 

また、マンション建替法容積率許可制度では都内全域で活用できるなど、総合設計

制度よりも適用の対象が拡大されている。このため、建替えを検討している建物所

有者に地域特性に応じた制度の内容を周知するとともに活用を促すなど、耐震化に

向け取り組む。 

 

ク 工事中の代替用地としての都有地貸付け 

· 耐震改修工事や建替え工事では、工事期間中における代替用地や資材置場の確保な

ども課題となる。このことから、代替用地や資材置場として都有地を貸し付けるこ

とにより耐震化を支援する。 

 

④ 耐震化に係る指導や指示等 

建物所有者等に対して耐震化を促していくため、区市町村や所管行政庁と連携し、

耐震改修促進法や耐震化推進条例に基づく指導や助言、指示等を行う。 

 

ア 耐震診断 

· 耐震診断を促進するため、必要に応じて指導や助言を行う。 

· 震災時における緊急輸送道路の機能を確保するために必要があると認めるときは、

区市町村と連携し、建物所有者に対して診断を行うよう指示する。 

 

イ 耐震改修等 

· 耐震診断の結果、耐震性が不十分であることが判明した建築物については、所管行

政庁と連携し、建物所有者に耐震改修促進法や耐震化推進条例に基づき耐震化に係

る指導や助言を行う。指導を行ったにもかかわらず改修等に至っていない建築物の

所有者に対しては、必要に応じて耐震改修促進法に基づき指示を行う。 
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⑤ 助成制度活用に向けた区市町村への要請 

· 耐震診断助成について、区市町村によっては都の制度より助成率が低い場合や助成

対象の事業費に上限額を設けている場合があり、特に多摩部においては、助成制度

を有していない市町村も多い。 

耐震診断の実施率が低い一般沿道建築物において、所有者への耐震診断の実施を促

し、耐震化状況を正確に把握するため、区市町村に対して所有者が都の助成制度を

最大限活用できるように、早期の制度の見直しや創設を要請する。 

· 耐震改修等に要する費用についても、改修等を希望する所有者が都の助成制度を最

大限活用できるように、助成率の抑制などを行っている区市町村に対して、制度の

見直しを要請する。 
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· マンションや主な公共住宅を含め、令和７年度末までに耐震性が不十分な旧耐震基

準の住宅をおおむね解消することを目指す。 

· 新耐震基準の木造住宅を含め、耐震性が不十分なすべての住宅を令和 17年度末ま

でにおおむね解消することを目指す。なお、約 20 万戸ある耐震性が不十分な新耐

震基準の木造住宅を令和 12 年度末までに半減することを中間の目標とする。 

【都営住宅】 

・都営住宅については、令和７年度末までに耐震化率 100％を達成 

· 自助・共助・公助の原則を踏まえ住宅の所有者自らが主体的に取り組む必要がある

ため、区市町村等と連携し、所有者の耐震化の取組を支援するとともに、所有者等

に対して積極的な働きかけを行う区市町村を更に支援 

· 戸建住宅等については、老朽化の進行を踏まえ除却による耐震化を積極的に促進 

· 老朽化した木造建築が特に集積するなど、甚大な被害が想定される木造住宅密集地

域等において、耐震化施策と不燃化施策との連携を更に強化 

· 新耐震基準の木造住宅についても、これまでの所有者自らの安全点検を促す取組に

加えて、耐震化の支援を実施 

· マンションについては、管理組合の状況に応じた普及啓発や支援の強化など、効果

的・集中的に施策を展開 
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耐震診断や耐震改修等に向けた普及啓発や支援等の取組 

税制支援 

耐震化の実施 

耐震化の実施 

特定建築物を対象としたアドバイザーの派遣 

マンション再生まちづくり制度の活用 

耐震診断、補強設計、耐震改修等に対する助成 

マンション耐震セミナーの開催などの普及啓発 

建築士等の専門家派遣・進捗状況の確認 

耐震化の実施 

令和２年度末に耐震化率 100%を達成 

耐震診断や耐震改修等に向けた普及啓発や支援等の取組 

積極的な働きかけを行う区市町村を対象とした耐震診断や耐震改修に対する助成 

耐震ポータルサイト等による普及啓発 

太陽光パネル荷重分の上乗せ助成 

耐震化施策と不燃化施策との更なる連携 

積極的な働きかけを行う区市町村を対象とした耐震診断や耐震改修等に対する助成 

アドバイザーの派遣 

助成による支援の実施に向けた区市町村への要請 
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１）住宅全般 

住宅の耐震化を進めていくためには、自助・共助・公助の原則を踏まえ、住宅の所有者

自らが主体的に耐震化に取り組む必要がある。このため、区市町村や関係団体等と連携

し、所有者の耐震化の取組を支援する。 

 

① 耐震化に係る普及啓発や支援等の取組 

· 住宅の耐震化を推進するためには、所有者が自らの住宅の耐震性能を把握することが

重要である。このため、耐震化の重要性や耐震診断の必要性について普及啓発を行う。 

· 普及啓発を効果的に行うためには、地域の実情を熟知している区市町村の取組を後押

ししていくことが必要である。このため、建物所有者への啓発文書の送付やイベント

などを実施する区市町村に対して、技術的、財政的支援を行う。 

 

② 税制支援 

· 住宅の耐震化を促進するため、区部の旧耐震基準の住宅で行われた建替えや耐震改修

を対象に、固定資産税や都市計画税を一定の期間全額免除する19。 

 

２）戸建住宅等 

① 耐震化に係る普及啓発や支援等の取組 

ア 積極的な働きかけを行う区市町村を対象とした耐震診断や耐震改修等に対する助成 

· 所有者の主体的な取組を促すため、住宅耐震化緊急促進アクションプログラムを策

定し、戸建住宅等の所有者に積極的な働きかけを行う区市町村を対象に、簡易診断、

耐震診断、補強設計と合わせた耐震改修等に要する費用について助成し、戸建住宅

等の耐震化を総合的に支援する。 

· 令和３年度から、旧耐震基準の戸建住宅等については、除却に要する費用について

助成を行うとともに、耐震改修に係る工事費用の実態を踏まえ、耐震改修等に係る

補助対象事業費の限度額を引き上げている。 

 

イ アドバイザーの派遣 

· 住宅の耐震化を推進するためには、住宅の所有者が耐震診断や耐震改修に取り組む

ことができる環境を整備していくことが必要である。このため、木造住宅耐震診断

事務所登録制度を活用し、自己負担なしで、一定の技術力を有する専門家をアドバ

イザーとして派遣する。整備地域内の住宅に対しては、耐震改修による耐震化の相

談だけではなく、建替えによる不燃化・耐震化の相談に対しても助言を行い、木造

住宅密集地域の改善につなげていく。 

 

                                        
19 23 区内の建替え又は耐震改修を行った住宅への固定資産税及び都市計画税の減免については、令和５年度末ま

で継続して実施 
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② 木造住宅密集地域等20における耐震化に係る支援 

木造住宅密集地域においては、震災時に延焼被害のおそれがある老朽木造住宅が密

集していることから、住宅の除却、建替えを促進し、不燃化・耐震化を推進する。 

特に、防災都市づくり推進計画に定める整備地域は、地震時に大規模な市街地火災

が発生するおそれがあり、建築物の倒壊による道路閉塞や出火により、避難や消火活

動などが妨げられるおそれがある。 

このため、整備地域において緊急車両の通行や円滑な消火・救援活動、避難を可能

とする防災生活道路の拡幅整備を進めることで、沿道建築物の建替えによる不燃化・

耐震化を加速し、防災上重要な道路のネットワークの確保も図る。建替えが困難な場

合は、住宅の耐震改修を支援することで、人的被害の軽減や市街地火災の延焼拡大を

防止する。 

なお、整備地域の住宅に対して実施してきた耐震診断や耐震改修等の費用の助成に

ついては、令和３年度から、住宅耐震化緊急促進アクションプログラムを策定し所有

者に積極的な働きかけを行う区市町村を対象とした助成に一本化している。 

 

ア 耐震化施策と不燃化施策との更なる連携 

· 令和３年度から、住宅耐震化緊急促進アクションプログラムを策定し、積極的な働

きかけを行う区市町村を対象とし、市街地の不燃化と併せた耐震化を促進するため、

新たな防火規制区域21等の導入に向けて取り組む区市町村を後押しすべく、不燃化

建替えや、耐震改修と合わせた防火改修、除却に要する費用について助成を行って

いる。 

 

  

                                        
20 防災都市づくり推進計画〈基本方針〉（令和２年３月）における「木造住宅密集地域」に「農地を有し、防災

性の維持・向上を図るべき地域」を加えた地域 
21 √⌂ ：東京都建築安全条例第７条の３の規定に基づく防火規制。建築物の不燃化を促進し木造住宅

密集地域の再生産を防止するために災害時の危険性の高い地域等について指定し、建築物の耐火性能を強化す

る規制 
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③ 新耐震基準の木造住宅の耐震化に係る支援 

都市の防災力を一層向上させるためには、新耐震基準の木造住宅の耐震化にも取

り組む必要がある。このため、旧耐震基準の住宅と同様、区市町村や関係団体等と

連携し、所有者の耐震化の取組を支援する。 

 

ア 安全点検実施の推奨 

· 国は、新耐震基準の木造住宅について、所有者自らが構造上の弱点となる接合部の

安全点検を行うことを推奨していることから、都においても、耐震キャンペーンや

パンフレットの配布を通じて、所有者による安全点検を行うよう促していく。 

 

イ 積極的な働きかけを行う区市町村を対象とした耐震診断や耐震改修等に対する 

助成 

· 所有者の主体的な取組を促すため、住宅耐震化緊急促進アクションプログラムを策

定し、新耐震基準の木造住宅の所有者に積極的な働きかけを行う区市町村を対象に、

簡易診断、耐震診断、補強設計と合わせた耐震改修に要する費用について助成し、

新耐震基準の木造住宅の耐震化を総合的に支援する。 

 

ウ 助成による支援の実施に向けた区市町村への要請 

· 早期に都市の防災力の向上を図るためには、新耐震基準の木造住宅の耐震化の取組

を都内全域に展開していく必要があることから、区市町村に対して助成による支援

の実施を要請する。 

 

④ 災害に強い住宅の実現に向けた他施策との連携 

· 耐震改修工事の機会を捉え、災害時でも居住が継続できる「災害に強い住宅」への取

組推進に向けて、関係各局との連携を強化する。 

· 耐震改修工事にあたって、太陽光パネルの設置を考慮した改修とする場合の補助対象

事業費の限度額を引き上げ、既存住宅への太陽光パネル設置を促していく。 

· 省エネリフォーム工事などの機会に合わせて耐震改修工事を行うことにより、工事費

全体の負担軽減を図ることができる。このため、その旨を耐震ポータルサイトや広報

紙、パンフレットなどを通じて周知する。 

· 居住者が高齢者である場合などは、今後、バリアフリー工事を実施することが見込ま

れる。そのため、バリアフリー工事の機会に合わせた耐震診断や耐震改修の実施を促

す。 

· 木造住宅において、窓や断熱材を全面的に入れる省エネリフォームを実施する場合な

どは、窓や断熱材の重量によって、耐震性が低下する懸念がある。このことから、省

エネリフォームを実施する際には、建築物の重量化を踏まえた構造計算や構造補強の

実施を促す。 
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３）マンション 

マンションは戸建住宅に比べ規模が大きく、地震により倒壊等の被害が生じた場合、

道路閉塞を引き起こすなど周辺地域にも大きな影響が及ぶ。 

また、震災直後は各区分所有者間の連絡が取りにくくなる場合があるなど、合意形成

がより難しく、再建には一般の建築物以上に困難を伴うことが多いため復興や新たなま

ちづくりの障害となるおそれもある。 

このため、耐震性が不十分なマンションについては、耐震改修や建替えなどにより耐

震化を図ることが急務である。 

マンションの耐震化を一層促進するため、東京におけるマンションの適正な管理の促

進に関する条例に基づく「管理状況届出制度」により把握した情報を分析・活用すると

ともに、管理組合の状況に応じた普及啓発を強化するなど、効果的・集中的に施策を展

開していく。 

 

① 耐震化に係る普及啓発及び支援等 

ア マンション耐震化推進サポート事業の実施 

· 「管理状況届出制度」により把握した各マンションの状況に応じ、建築士等の専門

家を繰り返し派遣し、耐震化に向けた合意形成等を支援する。 

 

イ 耐震化促進に向けた普及啓発 

· アウトリーチ型の普及啓発を図るため、都と区市町が連携し、届出等によって把握

した耐震化の取組状況に応じて、耐震化通信等により効果的・効率的に働きかけを

実施する。 

· 「東京都マンションポータルサイト」において、引き続き国や区市町村、関係機関、

業界団体のホームページのリンクを積極的に追加するなどにより、マンションの耐

震化に関する情報提供を実施する。 

· 管理不全等のマンションについて、管理アドバイザー派遣等により適正管理を促し

つつ、耐震化の機運を醸成する。 

 

ウ 耐震診断や補強設計、耐震改修等の費用の助成 

· 耐震化に要する区分所有者の費用負担の軽減を図るため、区市町と連携し、アドバ

イザー派遣、耐震診断及び耐震改修の助成を実施する。 

· 令和３年度から、倒壊の危険性が高いマンション（Is 値 0.3 未満相当）の耐震改修

等の費用について、助成単価を引き上げ、集中的に支援している。 

· 構造図や構造計算書などの設計図書（しゅん工図を含む）を保管していないことに

より耐震診断に踏み切れないマンションの取組を支援するため、設計図書の復元費

についても助成の対象とする。 

· 倒壊の危険性が高いマンション（Iｓ値 0.3 未満相当）などでは、耐震改修工事を

行うことが費用面などから困難な場合もあることから、Is 値を 0.6 に引き上げる

ことを担保した上で、段階的な工事に対し、区市町村と連携して助成を実施する。 
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エ 耐震化に対する金融支援 

· 耐震改修費の融資について、独立行政法人住宅金融支援機構では、融資限度の引上

げや融資期間の延長など、耐震化に取り組む管理組合が活用しやすいよう改善が図

られてきた。 

· 都のマンション改良工事助成制度による利子補給と合わせ、周知を図り、管理組合

の取組を後押しする。 

 

オ 仮住居のあっせん 

· 現在、マンションの建替え工事期間中の仮住居として都営住宅の提供並びに東京都

住宅供給公社及びＵＲ都市機構の賃貸住宅の空室情報の提供を行っているが、専有

部分の耐震改修工事により仮移転が必要となる場合などについても、仮住居のあっ

せん等の支援ができるよう検討する。 

 

② マンション敷地売却制度の活用に対する支援 

· マンション敷地売却制度について、今後の制度活用の状況やマンション管理組合等の

ニーズなどを踏まえながら、アドバイザーの派遣や建築物の除却費用の負担軽減措置、

売却後の仮住居など、効果的な支援制度について検討する。 

 

③ まちづくりと連携したマンションの再生 

· 都内には、老朽化が進み、建替え等を検討すべき時期を迎えているにもかかわらず、

敷地条件の悪さや、容積率などの建築規制により既存不適格となっているなど、単独

では建替えが困難なマンションが相当数存在している。こうした状況に鑑み、周辺と

の共同化など、まちづくりと連携した再生を促進するため、平成 29年に「マンショ

ン再生まちづくり制度」を創設した。 

· 平成 30 年度には、都市開発諸制度の改定により、再開発等促進区を定める地区計画

等にマンション再生まちづくり推進地区内において活用可能な「高経年マンション建

替型」が創設され、容積率の割増の上限が緩和された。 

· マンション再生まちづくり制度を活用し、都市における拠点の形成、緊急輸送道路の

機能の確保、木造住宅密集地域における安全な市街地の形成、大規模な住宅団地の再

生など、地域の課題解決にも寄与するマンション再生の取組について、重点的な支援

を実施していく。  
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４）民間賃貸住宅等 

① 耐震化に係る支援 

· 建物所有者が耐震化を進めていくためには、最適な改修工法の選択や合意形成など

様々な課題を解決しなければならず、その内容に応じた専門知識が必要となる。この

ため、特定建築物に該当する賃貸住宅等について、建物所有者の自己負担なしで、建

築の専門家や弁護士など所有者の課題に適切に対応できる専門家をアドバイザーと

して派遣する。 

 

５）主な公共住宅 

① 都営住宅 

· 平成 24 年７月に改定した都営住宅耐震化整備プログラムに基づき、耐震化率を令和

2 年度末までに 100％とすることを目標として耐震化を進めてきた。令和元年度末

時点の耐震化率は、95.9％となっている。今後は、令和２年 12月に改定した本プロ

グラムに基づき、耐震化率を令和７年度末までに 100％とすることを目標として着

実に耐震化を推進する。 

 

② 区市町村営住宅 

· 令和２年 3 月末時点で耐震化率は 98.5%であり、令和７年度末に耐震性が不十分な

住宅をおおむね解消とする目標に対して到達している。耐震化されていない残りの住

宅について、引き続き、着実に耐震化を進めるよう区市町村に働きかける。 

 

③ 都市再生機構住宅 

· 耐震診断については約 95%が実施済みであり、都市再生機構が単独で所有している

住宅については全て完了している。民間所有者との区分所有住宅についても、耐震化

に向けた合意形成の協議を行い、全ての耐震診断を完了させるとともに、耐震診断結

果に基づき、必要となる耐震改修等を計画的に実施するよう働きかける。 
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ⱪ꜡◓ꜝⱶ 12  

〇 都営住宅の耐震化の現状と目標 

都営住宅の耐震化率（戸数ベース）は、令和元年度末時点で 95.9％となっている。

本プログラムでは、この耐震化率を令和７年度末までに 100%とすることを目標とす

る。 

分譲店舗が併設されていない住棟（以下「純住棟」という。）の耐震化率は 97.5％で

あるのに対し、分譲店舗が併設されている住棟（以下「併存店舗付き住棟」という。）

の耐震化率は 47.7％であり、併存店舗付き住棟の耐震化が課題となっている。 

〇 耐震化の取組 

・ 耐震化が必要な都営住宅約 10,500 戸について、建替え約 5,300戸、撤去約 700

戸、耐震改修約 4,500戸を実施 

・ 耐震改修対象の併存店舗付き住棟については、平成 30 年度から始めた併存店舗の

買取りの取組により、店舗権利者との合意形成を加速するとともに、店舗権利者への

説明業務の委託を活用することにより、引き続き耐震化を推進 

・ 都営住宅敷地内の耐震性が不十分なブロック塀等の塀の安全対策を実施 

 

─ ─  

 

都営住宅には、都営住宅のほか、地域特別賃貸住宅、特定公共賃貸住宅、福祉住宅を含む 
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（３）特定建築物 
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· 特定既存耐震不適格建築物のうち、これまで重点的に取り組んできた公共性の高い

学校、病院等の耐震化を更に促進 

· 要緊急安全確認大規模建築物については、法に基づく指導、指示等により耐震化を

促進 

· 上記の建築物に加え、新たに事務所、店舗等の特定既存耐震不適格建築物にも支援

を実施 

· 特定建築物については、令和７年度末までに耐震化率 95%以上を達成 

· 要緊急安全確認大規模建築物については、令和７年度末までに耐震性が不十分な建

築物のおおむね解消を目指す 

耐震診断や耐震改修等の実現に向けた指導・助言・指示 

アドバイザーの派遣（改修計画案の作成を含む） 

耐震診断や耐震改修等の働きかけ 

耐震改修の働きかけ 

アドバイザーの派遣（改修計画案の作成を含む） 

耐震診断結果の公表 

耐震改修等の実施に向けた指導・助言・指示 
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１）特定既存耐震不適格建築物 

① 建物所有者への働きかけ 

· 特定既存耐震不適格建築物の耐震化を促すためには、建物所有者が耐震化の重要性な

どを認識する必要がある。このため、所管行政庁や関係団体と連携し、耐震診断や耐

震改修等を積極的に働きかける。 

 

② 耐震化に係る支援 

建物所有者の取組を促すため、アドバイザーの派遣を行う。 

 

ア アドバイザーの派遣 

· 建物所有者が耐震化を進めていくためには、最適な改修工法の選択や合意形成など

様々な課題を解決しなければならず、その内容に応じた専門知識が必要となる。こ

のため、建物所有者の自己負担なしで、建築の専門家や弁護士など所有者の課題に

適切に対応できる専門家を派遣する。 

 

イ 改修計画作成の支援 

· 耐震診断を終えた建物所有者に耐震化を促していくためには、次のステップである

補強設計につながるきっかけを作ることが効果的である。このため、補強に係る費

用や工事の影響などについて比較・検討を行い、設計に生かすための改修計画の作

成を支援するため、建築の専門家をアドバイザーとして派遣する。 

 

③ 耐震化に係る指導や指示等 

· 特定既存耐震不適格建築物の耐震化を促進するため、所管行政庁が建物所有者に対し、

耐震診断や耐震改修等を実施するよう指導や助言を行う。 

· 特定既存耐震不適格建築物のうち一定規模以上のものについて、指導や助言を行った

にもかかわらず、必要な耐震改修等が行われていないと認めるときは、所管行政庁が

法令に基づき建物所有者に対して指示を行う。 

 

 

２）要緊急安全確認大規模建築物 

① 建物所有者への働きかけ 

· 耐震改修促進法に基づき耐震診断を実施した要緊急安全確認大規模建築物の耐震化

を促進するため、所管行政庁と連携し耐震改修等を積極的に働きかける。 

 

② 耐震化に係る支援 

建物所有者の取組を促すため、アドバイザーの派遣を行う。 
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ア アドバイザーの派遣 

· 建物所有者が耐震化を進めていくためには、最適な改修工法の選択や合意形成など

様々な課題を解決しなければならず、その内容に応じた専門知識が必要となる。こ

のため、建物所有者の自己負担なしで、建築の専門家や弁護士など所有者の課題に

適切に対応できる専門家を派遣する。 

 

イ 改修計画作成の支援 

· 耐震診断を終えた建物所有者に耐震化を促していくためには、次のステップである

補強設計につながるきっかけを作ることが効果的である。このため、補強に係る費

用や工事の影響などについて比較・検討を行い、設計に生かすための改修計画の作

成を支援するため、建築の専門家をアドバイザーとして派遣する。 

 

③ 耐震化に係る指導や指示等 

· 耐震改修促進法で定められた耐震診断結果の報告期限（平成 27 年 12月 31 日）ま

でに報告を行わなかった建物所有者に対して、引き続き所管行政庁が診断を実施する

よう指導する。 

また、指導を受けた建物所有者が、その後も正当な理由がなく診断を実施しない場合、

所管行政庁が耐震改修促進法に基づき診断結果を報告するよう命令するとともに、耐

震ポータルサイトにて公表する。 

· 耐震診断の結果、耐震性が不十分であることが判明した建築物の耐震改修等を促すた

め、所管行政庁が指導や助言を行う。また、指導を行ったにもかかわらず所有者が耐

震改修等を実施しない場合、必要に応じて所管行政庁が指示する。 

 

④ 耐震診断結果の情報提供 

· 要緊急安全確認大規模建築物の所有者から報告を受けた耐震診断の結果については、

引き続き耐震改修促進法に基づき公表する。 
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（４）防災上重要な公共建築物 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 ⌂  ꜟכꜙ☺◔☻─

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

１）都有建築物 

· 平成 20 年 3月に策定した「東京都が所有する防災上重要な公共建築物の耐震化整備

プログラム」に基づき耐震化を推進しており、令和２年 3 月末時点での耐震化率は

99.9％に達している。引き続き、耐震化の完了に向けて着実に取り組む。 

 

２）区市町村有建築物 

· 区市町村有建築物の耐震化を推進してきた結果、令和２年３月末時点での耐震化率は

97.8％となっている。 

· 早期に耐震化を完了するため、残りの 2.2％についても各区市町村が定める耐震改修

促進計画などにおいて耐震化の状況を公表するとともに、耐震化されていない建築物

については、速やかに耐震化するよう区市町村に働きかける。 

  

─  

 

 

 

 

· できるだけ早期に耐震化率 100%を達成 

· 都有建築物の耐震化を着実に推進するとともに、区市町村への働きかけにより区

市町村有建築物の耐震化を促進 

建替え工事などによる耐震化 

区市町村への働きかけ 
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（５）災害拠点病院、民間社会福祉施設等、私立学校 
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· 災害拠点病院については、令和 7 年度末までに耐震化率 100%を達成 

· 民間社会福祉施設等については、令和 12 年度末まで耐震性が不十分な建築物

をおおむね解消することを目指し、うち自己所有の建築物については耐震化率

100％を達成 

· 私立学校については、できるだけ早期に耐震化率 100％を達成 

· 建物所有者等への働きかけや、耐震診断・耐震改修等への支援などにより耐震

化を促進 

助成・支援の実施 

助成・支援の実施 

 助成・支援の実施 
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１）災害拠点病院 

· 耐震化されていない建築物を有する災害拠点病院の開設者に対して、耐震化を図るよ

う働きかけるとともに、耐震化の取組が進んでいない病院に対しては、耐震診断、耐

震改修の費用の助成を通じて耐震化を推進する。 

· 耐震化が必要な施設に対し、状況に応じた相談や提案など、きめ細かな対応を行い、

耐震化を推進する。 

 

２）民間社会福祉施設等 

· 高齢者や障害者、乳幼児など災害時に自力での避難が困難な人が利用する社会福祉施

設や保育所を対象として、耐震診断や耐震改修の費用を助成するとともに、工事期間

中に必要となる仮設施設の整備に係る費用を助成し、耐震化を推進する。 

· 耐震化が必要な施設に対し、状況に応じた相談や提案、アドバイザーの派遣など、き

め細かな対応を行い、耐震化を推進する。 

 

３）私立学校 

· 私立学校に対し耐震診断や耐震改修の費用を助成し、耐震化を推進する。 

· 耐震診断を実施していない私立学校に建築士を派遣し、実際に建築物を確認しながら

耐震診断や耐震化についてアドバイスするなどきめ細かな対応を行い、耐震化を推進

する。 

· 耐震診断や耐震補強の費用について、一般の融資よりも低利な融資が利用できるよう、

資金面での支援を行う。 

 

 

 

 ─  
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（６）組積造の塀 

１）全般 

 

 

 

 

 

 

· ブロック塀等の点検のチェックポイント等の活用により危険性があるとされたブロ

ック塀等については、除却や安全な塀への建替え等に助成金を交付する区市町村に対

して補助を実施しており、引き続き、区市町村に対する財政的支援を行う。 

· また、木塀は軽量化に伴う震災時の安全性向上等が期待されることから、令和元年７

月の全国知事会議において取りまとめられた「国産木材需要拡大宣言」なども踏まえ、

引き続き、危険なブロック塀等を国産木材を使用した塀に建て替える際の助成の加算

や、国産木材を使用した塀を新設する際の助成を実施し、国産木材を使用した塀の普

及に取り組む。 

· 建築物防災週間や定期報告等の機会を捉えて、改善指導を行うとともに、区市町村と

連携してブロック塀等の安全対策を推進する。 

· ブロック塀等の倒壊による危険性や点検のチェックポイントのほか、対策の必要性や

木塀を設置した場合の軽量化に伴う震災時の安全性向上の効果などについて、耐震ポ

ータルサイト等で啓発していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 木塀への建替え事例  

· 通行人の安全確保の面から、耐震性が不十分な組積造の塀の除却や安全な塀

への建替え等を促進 

ⅎ  

ⅎ  
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２）通行障害建築物となる組積造の塀 
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都が、耐震改修促進法に基づき「建築物集合地域通過道路等」に位置付けている特定

緊急輸送道路は、震災時における救急・救命活動や緊急支援物資の輸送など復旧・復興

の大動脈となる重要な役割を担うため、通行障害建築物となる組積造の塀の除却・建替

え等について重点的かつ集中的に取り組む。 

 

① 塀の所有者への働きかけ 

· 通行障害建築物となる組積造の塀の耐震化を促進するためには、塀の所有者が特定緊

急輸送道路の役割や耐震化の重要性などを認識する必要がある。このため、区市町村

や関係団体と連携し、所有者に対し個別訪問や啓発文書の送付等を行うことにより、

除却・安全な塀への建替え等を働きかける。 

 

  

─  

 

 

 

 

· 区市町村等と連携し、塀の所有者への働きかけ等により、除却・安全な塀への

建替え等を重点的に促進 

· 令和 7 年度末までに、耐震性が不十分な通行障害建築物となる組積造の塀をお

おむね解消 

除却・安全な塀への建替え等の働きかけ 

耐震診断技術者派遣を活用した耐震診断 

除却・建替え等に関する助成 

指導・指示等 

耐震診断結果の公表 
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② 耐震化に係る支援 

通行障害建築物となる組積造の塀の倒壊による道路閉塞を防ぐことは、震災時にお

ける特定緊急輸送道路の機能を確保するため不可欠であることから、塀の所有者の取

組を促すため、除却・建替え等の費用の助成などの支援を行う。 

 

ア 除却・建替え等の費用の助成 

· 耐震診断の結果、耐震性が不十分であると判定された塀については、除却や木塀な

どの安全な塀への建替え等に助成金を交付する区市町村に対する補助を実施し、区

市町村に対する財政的支援を行う。 

 

③ 耐震化に係る指導や指示等 

· 塀の所有者に対して耐震化を促すため、所管行政庁や市町村と連携し、耐震改修促進

法に基づく指導や指示等を行う。 

 

④ 耐震診断結果・報告命令の公表 

· 塀の所有者から報告を受けた耐震診断の結果については、耐震改修促進法に基づき公

表し、都民へ情報提供を行う。 

 

（７）その他の施策 

１）特定優良賃貸住宅の活用 

· 住宅の所有者が耐震改修の工事を行う際、場合によっては、その住宅に居住すること

ができなくなることも考えられる。 

· そこで、住宅の所有者が、耐震改修促進法第５条第３項第４号に基づき、一定の条件

の下、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第６条に規定する特定優良賃貸住

宅を仮住居として活用する必要がある場合には、特定優良賃貸住宅の供給に関する事

項について、本計画に位置付ける。 

 

２）都市再生機構及び東京都住宅供給公社による耐震診断及び耐震改修 

· 耐震改修促進法第５条第３項第５号の規定により、独立行政法人都市再生機構及び東

京都住宅供給公社の持つ専門的な知見と豊富な経験を活用し、共同住宅の耐震診断及

び耐震改修を促進する。 

· 耐震診断及び耐震改修は、以下の基準により実施するものとする。 

* 管理組合等からの委託により行うものとする。 

* 原則として、区分所有による共同住宅等を対象とする。 
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２ 普及啓発 
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· 相談体制の強化や情報提供の充実など、建物所有者が安心して耐震診断や耐震改修

等に取り組むための環境を整備 

· 耐震診断技術者の育成や区市町村への支援など、関係機関等と連携した取組を強化 

(１) 耐震化への意識啓発 

① 耐震化推進都民会議の開催 

② 耐震キャンペ－ンの実施 

③ 東京都耐震マーク表示制度の運用 

具体的な実施事業 普及啓発の柱 

(２) 相談体制の充実強化 

① 耐震化総合相談窓口を通じた相談対応 

② アドバイザーの派遣 

③ 東京都耐震ポータルサイトの運営 

(３) 耐震改修工法等の 

 情報提供 

① ビルやマンションを対象とした改修事例の紹介 

② 木造住宅を対象とした改修工法・装置の事例紹介 

(４) 技術的な支援 

① 木造住宅を対象とした耐震診断事務所の登録・公表 

② 木造住宅耐震改修事業者の養成及び公表 

③ 木造以外の建築物の耐震診断などの技術者の育成 

(５) 区市町村への支援 ① 区市町村の普及啓発活動に対する支援 
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22 ─  ꜟכꜙ☺◔☻
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①耐震化推進都民会議の開催 

②耐震キャンペーンの実施 

③東京耐震マークの表示制度の運用 

①耐震化総合相談窓口を通じた相談対応 

②アドバイザーの派遣 

③東京都耐震ポータルサイトの運営 

②木造住宅を対象とした改修工法・装置の事例紹介 

①ビルやマンションを対象として改修事例の紹介 

公募・選定 

③木造以外の建築物の耐震診断などの技術者の育成 

①木造住宅を対象とした耐震診断事務所の登録・公表 

①区市町村の普及啓発活動に対する支援 

②木造住宅耐震改修事業者の養成及び公表 

個別訪問等を行う者への技術的支援 

民間事業者の力を活用し、合意形成等にも対応できるよう拡充 
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（１）耐震化への意識啓発 

① 耐震化推進都民会議の開催 

· 建築物の耐震化を社会全体で推進していくためには、民間と行政とが一体となって取

り組むことが必要である。このため、学識経験者、建物所有者や建築・住宅の専門家

等の団体、行政機関などで構成する耐震化推進都民会議を開催し、耐震化に係る機運

の醸成や啓発などについての活動を行っている。 

· 都民会議の活動内容を踏まえ、各団体や区市町村などと連携し普及啓発を図るととも

に、建物用途ごとの課題を把握し、課題に応じた取組につなげる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 耐震キャンペーンの実施 

· 耐震化に係る都民の機運醸成や普及啓発を効果的に行うためには、民間と行政が一体

となり、イベントや広報を集中的に展開していくことが必要である。このため、過去

の大震災である関東大震災と阪神淡路大震災の発生日の間、耐震化推進都民会議に参

加する各団体や区市町村などと連携し、表 23に示すイベントを中心に開催しており、

今後も継続していく。 

· 開催の周知については、行政の広報誌やホームページへの掲載、ポスターの掲示のほ

か、デジタルサイネージ、ツイッターや都営地下鉄の車内動画広告の活用など様々な

方法により行う。 

· 今後は、デジタルトランスフォーメーションを推進することで、普及啓発の効果の向

上を図る。 

 ─  
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③ 東京都耐震マーク表示制度の運用 

ア 耐震マーク表示制度の普及拡大 

· 耐震化に関する都民の関心を高めるためには、耐震性を満たす建築物にその旨を掲

出し、建築物の利用者などに情報提供することが効果的である。このため、新耐震

基準の建築物や耐震改修により耐震性が確認された旧耐震基準の建築物などの所

有者に耐震マークを交付し、利用者が目に付く出入口などに掲出してもらうことで、

建築物の安全性を直接確認できるようにしている。 

· 平成 29 年度から、多摩建築指導事務所における検査済証との同時交付を開始し、

令和２年度からは 23 区内の東京都所管分においても同様に同時交付を開始した。 

 

 

 

              

                           

  

 

 

 

 

 

イ 工事現場における耐震マークの掲示 

· 耐震化の進捗状況を都民に目に見える形で示すことも、耐震化の関心を高める上で

重要である。このため、建物所有者の協力を得て、耐震改修中の工事現場に耐震マ

ークを掲示し、周辺を通行する都民などに情報提供している。 

· 平成 29 年に配布対象に耐震改修促進法第 17 条第 3 項の認定に係る工事現場を

加えるとともに、平成 30 年度からは、工事現場において耐震マークを掲示するこ

とを緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成制度の要件としている。 
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（２）相談体制の充実強化 

① 耐震化総合相談窓口を通じた相談対応 

· 耐震化を推進するためには、耐震化に取り組みやすい環境を整備することが必要であ

る。このため、都民が安心して相談できる耐震化総合相談窓口を設置し、耐震診断や

耐震改修などの相談、助成内容や診断を行う専門家の紹介などを行っている。 

· 今後も総合相談窓口を通じて、都民の相談に的確に対応する。 

 

 
 ─  

 

② アドバイザーの派遣 

· 耐震化を進めていく上では、改修工法の採択や区分所有者間の合意形成など様々な課

題を解決しなければならず、課題内容に応じた専門知識が必要となる。このため、都

が重点的に耐震化を推進している特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者を対象に、自

己負担なしで、建築の専門家や弁護士などをアドバイザーとして派遣している。 

· 平成 28 年度から、一般緊急輸送道路沿道建築物や防災都市づくり推進計画に定める

整備地域内の住宅の所有者に対しても派遣し、建替えも含めた相談に応じている。 

· 令和２年度から、通行障害建築物となる組積造の塀の調査や耐震診断を行う専門家の

派遣を開始した。 

· 令和３年度から、特定建築物を派遣の対象に加えるとともに、緊急輸送道路沿いの分

譲マンションに対してマンション管理士を派遣できるよう、アドバイザーの派遣制度

を拡充している。 

· 令和５年度から、緊急輸送道路沿道建築物については、耐震化の推進に意欲的な民間

事業者が所有者の取組を主導し、検討の初動期から耐震改修工事等の完了まで一貫し

て合意形成や事務的作業に対応できるよう、都が承認した民間事業者を派遣するアド

バイザー制度の拡充を行う。 
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③ 東京都耐震ポータルサイトの運営 

· 都民が耐震化を身近な問題として捉え、関心を高めてもらうためには、耐震化に関す

る様々な情報を容易かつ速やかに入手できる環境を整えていくことが重要である。こ

のため、耐震化の必要性をはじめ、普及啓発イベントの実施や助成制度の内容、改修

工法の種類や特徴などについて、分かりやすく紹介するためのホームページ「東京都

耐震ポータルサイト」を開設し運営している。ポータルサイトでは民間の団体や区市

町村などの関係機関のサイトにリンクしており、様々な情報に容易にアクセスできる。 

· 平成 25 年度や平成 30 年度に大幅リニューアルを行い、情報を整理するとともに、

分かりやすく見やすいレイアウトにすることで、広く都民に訴求するよう努めている。 

· 今後、適宜、提供情報の充実を図ることにより、ポータルサイトを活用したデジタル

トランスフォーメーションを推進し、より一層の普及啓発を図る。 
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（３）耐震改修工法等の情報提供 

① ビルやマンションを対象とした改修事例の紹介 

· 事務所ビルやマンションなどの建物所有者が適切に耐震化を進めていくためには、

様々な改修工法の特徴や費用などを把握し、建築物の特性や建物使用実態に応じて比

較・検討した上で、最適な工法を選択していく必要がある。このため、創意工夫がみ

られ、費用対効果に優れており、広く活用が可能な耐震改修事例について、リーフレ

ットやホームページ「耐震ポータルサイト」で紹介している。 

また、啓発イベントの参加者にリーフレットを配布するなど、情報提供の充実に努め

ている。 

· 今後は、同様の取組を行っている関係団体等とも連携し、提供する情報の充実を図る。 

 

② 木造住宅を対象とした安価で信頼できる改修工法等の紹介 

· 木造住宅の所有者が適切に耐震化を進めていくためには、様々な改修工法の中から、

住宅の状況に即した改修工法を選択していくことが必要である。このため、強度が十

分確保されており、簡便で汎用性が高い改修工法等について、リーフレットやホーム

ページ「耐震ポータルサイト」で紹介するとともに、啓発イベントの参加者にリーフ

レットを配布するなど、情報提供の充実に努めている。 

· 今後は、同様の取組を行っている関係団体等とも連携し、提供する情報の充実を図る。 
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（４）技術的な支援 

① 木造住宅を対象とした耐震診断事務所の登録・公表 

· 木造住宅の耐震診断を促進していくためには、適切に診断を実施できる専門家を養成

し、都民に対して情報提供していくことが必要である。このため、一定の技術力を有

する専門家が所属する建築士事務所を耐震診断事務所として登録・公表する木造住宅

耐震診断事務所登録制度を運用し、都民からの相談や依頼に応じている。 

また、区市町村に対して登録事務所を情報提供している。今後、本制度を積極的に活

用するよう区市町村に働きかけるとともに、登録・公表する事務所を拡大するなど制

度の充実を図る。 

· 防災都市づくり推進計画に定める整備地域は、震災時に特に大きな被害が想定される

ことから、木造住宅を中心として建築物の建替えによる不燃化や耐震化を重点的に進

める必要がある。このため、木造住宅の所有者を対象に耐震化に係る相談に適切に対

応するため、耐震診断事務所に所属する建築士をアドバイザーとして派遣し、建替え

や耐震化につなげていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 ─  

 

② 木造住宅耐震改修事業者の養成及び公表 

· 国の助成制度である社会資本整備総合交付金において、「住宅の耐震化のための計画

の策定及び耐震改修又は建替えを総合的に行う事業」が新たに創設されたことに合わ

せ、都においても当該事業を活用した助成制度を平成 30 年度から開始した。当該事

業を活用する条件として、区市町村は「住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」

を定め、耐震化を緊急的に促進する取組を実施することが求められており、その取組

のひとつに「耐震改修事業者の技術力向上を図る取組及び住宅所有者から改修事業者

等への接触が容易となる取組」が位置付けられている。 

技術者 

登録 

登録証 

交付 

東京都 

○ 指定登録機関の指導・監督 

○ 耐震診断事務所の公表 

 

都  民 

 

耐震診断技術者 

（建築士） 

耐震診断事務所 

（建築士事務所） 

指定登録機関 

○ 耐震診断講習会の実施 

○ 耐震診断事務所の登録に関する相談受付 

○ 耐震診断事務所の登録・指導 

講習会 

受講 

事務所 

登録 
公表 

契約 

指導 

報告 
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· そこで、区市町村と連携し、耐震改修事業者の技術力の向上を図る取組として木造住

宅耐震改修事業者講習会を実施するとともに、住宅所有者から改修事業者への接触が

容易となる取組として本講習会を受講した施工業者のリストを公表している。 

 

③ 木造以外の建築物の補強設計の技術者の育成 

· 特定緊急輸送道路沿道建築物のうち木造建築物は約４％であり、ほとんどの建築物が

木造以外である。緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進するためには、鉄骨造や鉄

筋コンクリート造などの木造以外の建築物について、適切に補強設計を行うことがで

きる技術者を育成する必要がある。このため、設計に必要な技術力の育成を目的とし

て、建築士の団体と連携し講習会を実施するとともに、受講した技術者の名簿を各団

体のホームページに掲載するなど、技術者を広く都民に情報提供することにより、沿

道建築物の所有者の耐震化の取組を支援する。 

 

（５）区市町村への支援 

① 区市町村の普及啓発活動に対する支援 

· 普及啓発を効果的に行うためには、地域の実情を熟知している区市町村の取組を後押

ししていくことが必要である。このため、建物所有者への啓発文書の送付やイベント

などを実施する区市町村に対して、技術的、財政的に支援する。 

· 区市町村に対し、更に積極的に個別訪問を実施するよう促すとともに、訪問する職員

等が所有者の実情に応じた適切なアドバイスを行えるよう、講習会を実施するなど技

術的支援を充実していく。 
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３ その他の安全対策 

（１）緊急輸送道路の機能確保 

震災時に緊急輸送道路の機能を確保するためには、緊急輸送道路沿道建築物の耐震化

を進めるとともに、無電柱化も併せて取り組む必要がある。 

 

① 無電柱化 

· 都道の無電柱化については、大規模地震などにおいて電柱倒壊による道路閉塞を防止

するため、災害時の避難や救急活動、物資輸送等を担い、防災拠点等を結ぶ第一次緊

急輸送道路（環状七号線等）を重点的に整備していくとともに、環状七号線内側エリ

アや災害時の拠点となる施設等を結ぶ都道においても無電柱化を進めていく。 

 

2024   

第一次緊急輸送道路の整備※ 50% 

うち環状七号線の整備※ 100％ 

β ≢ ⇔≡™╢ ⅜ 2.5m ─  

 

（２）落下物等の防止対策 

① 窓ガラスや外壁タイル等の落下防止対策 

ア 窓ガラスの落下防止 

· 平成 17 年３月に発生した福岡県西方沖地震では、市街地に立地する建築物のガラ

スが割れ、道路に大量に落下する事態が発生した。これを機に、地震発生時の窓ガ

ラスの落下、飛散による人身事故の危険性が改めて問題となり、特定行政庁は、は

め殺し窓の窓ガラスの実態調査を行い、改善指導を実施してきた。 

· 今後も、窓ガラスの落下防止対策について、未改修ビル等の建物所有者等へ個別に

改善指導を実施する。 

 

イ 外壁タイル等の落下防止対策 

· 平成 17 年６月に都内のオフィスビルにおいて、外壁タイルの落下により負傷者を

出す事故が発生した。これを受け、特定行政庁は、外壁タイル等の落下により危害

を与えるおそれのある傾斜した外壁を有する建物所有者に対して、実態調査と改善

指導を行った。 

· 今後も、落下防止対策が済んでいない建築物の所有者等に対し、個別に改善指導を

実施する。 
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② 特定天井22の落下防止対策 

· 平成 13 年 3 月の芸予地震や平成 17 年 8 月の宮城県沖地震では建築物の天井の落

下事故が発生し、その都度、天井材と壁材などのクリアランス確保や吊
つ

りボルトにお

ける斜め部材の設置などについて、特定行政庁が指導を行ってきた。しかし、平成 23

年 3 月に発生した東日本大震災では天井材の落下により死傷者が発生するなど、これ

まで以上に甚大な被害が生じた。 

· このため、建築基準法関係法令が改正され、平成 26 年４月からは、新築する建築物

などの特定天井について、脱落防止対策に係る新たな技術基準が適用されることとな

った。 

また、特定天井を有する既存建築物については、増改築時に適用できる基準として落

下防止措置が位置付けられた。 

· これを受け、特定天井を有する既存建築物の実態把握を行い、国の技術基準に適合し

ていない特定天井については、建築基準法に基づく定期報告制度や建築物防災週間を

活用し、建物所有者等に対して落下防止対策の実施を依頼した。 

· 今後も、落下防止対策が済んでいない建築物の所有者等に対し、個別に改善指導など

を行う。 

· また、天井脱落対策の技術基準や安全な天井を目指すために必要な情報などを紹介し

たリーフレットを作成し、建築に関する相談窓口をはじめ、区市町村や指定確認検査

機関、定期報告受付機関などで配布するとともに、ホームページでも広く紹介し、都

民に対し普及啓発を図る。 

 

③ 屋外広告物に対する規制 

· 地震の際、看板などの屋外広告物が脱落することがないよう、屋外広告物法や東京都

屋外広告物条例、道路法に基づき、看板の設置者に対して、区市町と連携して、屋外

広告物設置の許可申請時や設置後の維持管理の機会を捉えて、改善指導を行っていく。 

· 一定規模以上の屋外広告物については、屋外広告物の管理者を設置させるなど安全性

の確保を図っていく。 

  

                                        
22 ：人が日常立ち入る場所に設置されている吊り天井で、以下の三つの条件に該当するもの。[平成 25

年国土交通省告示第 771 号]① 天井の高さが６m 超、② 水平投影面積が 200 ㎡超、③ 単位面積質量が２kg/㎡

超 
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（３）エレベーターの閉じ込め防止対策等 

· 平成17年７月に発生した千葉県北西部地震ではエレベーターの閉じ込め事故が多発

した。この事故を契機として、平成 21 年９月に施行された改正建築基準法施行令で

は、地震時管制運転装置の設置について安全対策が義務付けられた。さらに、平成 23

年３月に発生した東日本大震災を踏まえ、エレベーターの主要な支持部分の構造やエ

スカレーターの脱落防止対策なども盛り込まれた。 

· 近年、地震によるエレベーターの閉じ込め被害が発生していることから、都では、こ

の対策が講じられていない既存のエレベーターについて、閉じ込め防止対策の必要性

を説明したリーフレットをホームページに掲載し、改修を促している。 

 

（４）建築物の液状化対策 

· 平成 23 年 3月に発生した東日本大震災では都内でも液状化現象が確認され、葛飾区

や江戸川区などの５区において木造住宅が傾くなどの被害が発生した。液状化に備え

ていくためには、建物所有者などが敷地の状況を把握し、事前に対策を講じていくこ

とが重要である。 

· このため、都は平成 25 年 3 月、「液状化による建物被害に備えるための手引」を作

成するとともに、区市などと連携し、液状化の可能性の有無が判断できるよう、地盤

調査データや過去の地形図などを「東京都建物における液状化対策ポータルサイト」

で公表した。また、都民に必要な情報の提供やアドバイスを行う「東京都液状化対策

アドバイザー制度」を平成 25 年 6 月に創設し、都民からの相談に対応している。さ

らに、令和５年度からは依頼を受けたアドバイザーが現地確認を行い、相談者へアド

バイスを行う新たな取組を実施する。 

· 引き続き、都民自らが建築物の液状化対策に取り組むことができるよう、広く情報提

供する。 

 

（５）超高層建築物等の長周期地震動23 対策 

· 平成 23 年 3月に発生した東日本大震災では、長周期成分を主体とする地震波が到来

したことが報告された。長周期地震動は、固有周期が長い超高層建築物（高さが 60

ｍを超えるもの）や免震建築物への影響が大きいと考えられており、東海・東南海・

南海連動地震等の発生時には長周期地震動が発生するおそれがあることから、東日本

大震災の経験を踏まえ対策を講じておく必要がある。 

· このため、国は平成 28年６月、「超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地震

による長周期地震動への対策について」を公表した。これによると、既存の超高層建

築物や大臣認定を受けた免震建築物のうち、南海トラフ沿いの巨大地震による長周期

地震動の影響が大きいものについて、再検証及び必要に応じた補強等の措置を講じる

ことが望ましいとされている。 

                                        
23 ：揺れの周期が長い(約２～20 秒)波を多く含む地震動で、ゆっくりとした揺れが長く続く特色が

ある。超高層建築物等では、共振により構造安全性などへの影響が指摘されている。 
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· 都では、国の対策に基づき、建物所有者などによる安全性の検証や補強などが円滑に

行われるよう、建築士や建設業の団体、区市などの関係機関に対策の内容について周

知するなど、普及啓発を図ってきた。また、建物所有者などが的確に対策を講じてい

くことができるよう、制振工法などの補強方法や家具転倒防止策などについて、リー

フレットなどを活用し、広く情報提供を実施しており、引き続き普及啓発を推進して

いく。 

· また、国においては、関東への影響が大きいと考えられている相模トラフ沿いの巨大

地震による長周期地震動の検討を実施中であり、公表され次第、都においても公表に

基づき対応していくこととなる。 

 

（６）その他 

① 新築時の耐震性の確保の徹底 

· 建築基準法は建築物の構造などに関し最低基準を定めている。それよりも高い水準の

耐震基準を適用した住宅の普及のため、国の制度である長期優良住宅を区市町村と連

携し周知を行う。 

 

② 定期報告制度を活用した指導 

· 特殊建築物などの所有者は、建築基準法に基づき調査資格者に建築物の調査を行わせ、

その結果を定期的に特定行政庁に報告しなければならない。この定期報告制度では耐

震診断や耐震改修の実施状況についても報告することとなっており、特定行政庁は、

特殊建築物などの診断や改修の状況把握に努めるとともに、診断や改修を行っていな

い所有者などに対して実施するよう指導する。 

· 特定行政庁は定期報告制度を活用して、特定天井や外壁タイルなどの落下の危険性が

ある建築物の所有者など等に対し指導を行う。 
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第４章 地震に強い首都東京の実現に向けて 

 

本計画では、「必ず来る大地震に対しても『倒れない』世界一安全・安心な都市・東京の実

現」を基本理念とし、耐震化の新たな目標や具体的な施策を提示した。これらの施策を着実

に実施し、地震に強い首都東京を実現していくためには、次の取組についても進めていく必

要がある。 

 

（１）区市町村との更なる連携強化 

都は、これまで、都民への普及啓発や建物所有者へのアドバイザー派遣、耐震改修等

に要する費用の助成など、区市町村と連携し、耐震化に取り組んできた。この結果、特

定緊急輸送道路沿道建築物においては、耐震診断が着実に進むなど一定の成果が上がる

一方、区間到達率が低く通行に著しく支障を及ぼす路線や区間が明らかになるなど、新

たな課題を把握することができた。 

加えて、令和４年度に一般緊急輸送道路沿道建築物の所有者に対するアンケートを実

施し、耐震化の状況や意向などを把握した。この結果を区市町村と共有し、区市町村の

普及啓発や働きかけの取組に繋げていく。 

また、更なる耐震化を進めていくため、これまで以上に区市町村との連携を強化し、

地域の実情や建物所有者の事情などを踏まえ、施策のあり方を含め幅広く検討していく。 

避難所や防災備蓄倉庫などの地域の防災拠点と緊急輸送道路とを結ぶ地域輸送道路の

通行機能を確保することは重要であり、緊急輸送道路沿道建築物の耐震化が着実に進む

中、区市町村単位でのネットワークの確保が求められている。都は、「地域輸送道路沿道

建築物の耐震化に係る指針」を策定し、区市町村の積極的な取組を促していく。 

 

（２）国への提案 

建物所有者における耐震化の取組を促進するためには、耐震改修等に要する費用の助

成や税制優遇など財政的な支援を継続していくことが重要であり、これまで、国や区市

町村と連携し、所有者の負担軽減に向け取り組んできた。しかし、本計画で示した耐震

化の目標を達成するためには、更なる国の支援が必要である。 

このため、耐震改修等に係る助成の拡充や税制優遇措置の対象建築物の拡大などにつ

いて、国へ支援拡充の提案を行い、耐震化の取組へつなげていく。 

 

 

 


